
提 供 日 2024/04/17

タイトル 静岡県における令和６年度全国学力・学習状況調査の
実施

担　　当 教育委員会 義務教育課

連 絡 先 指導班

TEL 054-221-3141

令和６年度全国学力・学習状況調査の実施について

　　下記のとおり実施します。

記

１　目的
　　義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学
　力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る
　とともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立
　てる。さらに、このような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイク
　ルを確立する。

２　実施日
　　令和６年４月18日（木）

３　調査対象
  (1) 実施学校数（予定）
    ・小学校及び義務教育学校前期課程480校（県所管303、静岡市80、浜松市97）
    ・中学校及び義務教育学校後期課程261校（県所管170、静岡市42、浜松市49）
　　　※調査対象学年に児童生徒がいない学校は、学校数に含まない。
　　　※県所管の学校数に県立中学校、特別支援学校を含む。
　(2) 対象学年
　　・小学校調査　小学校６年生、特別支援学校小学部６年生
　　・中学校調査　中学校３年生、特別支援学校中学部３年生

４　調査内容
　(1) 児童生徒に対する調査
　　ア　教科に関する調査
　　　・小学校調査は、国語及び算数
　　　・中学校調査は、国語及び数学
  　イ　質問調査
　　　・調査する学年の児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活
　　　　の諸側面等に関する質問調査をオンラインによる回答方法で実施する。
　(2) 学校質問調査
　　・学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の
　　　整備の状況等に関する質問調査をオンラインによる回答方法で実施する。

５　その他
　　今年度調査においては、各学校から直接文部科学省に調査終了報告を行う方法
　に変更され、県教育委員会では実施状況等を把握できないため、実施学校数等の
　問合せには回答できないことを御承知願います。

「有徳の人づくり」を進めています。
静　岡　県　教　育　委　員　会　



提 供 日 2024/04/17

タイトル 静岡県バイオマス活用推進計画（改定案）について、
県民の皆様の御意見（パブリックコメント）を募集し
ます。

担　　当 経済産業部 農業局農業戦略課

連 絡 先 研究支援班

TEL 054-221-2734

静岡県バイオマス活用推進計画（改定案）への御意見を募集します

～県民意見提出手続（パブリックコメント）の実施～

　バイオマス活用推進基本法に基づいて、静岡県は平成24年３月に「静岡県バイオマス活用推進計画」を策定しました。
　このたび、国の計画である「バイオマス活用推進基本計画」の改定を踏まえ、令和12（2030）年度を目標として県計画を改定す
ることとし、改定案を取りまとめましたので、この改定案に対する県民の皆様の御意見を募集します。

１　意見募集期間：令和６年４月22日（月） ～ 令和６年５月21日（火）

２　閲覧方法
　　インターネットで静岡県ホームページから閲覧ができます。
　　http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu

（ホーム→パブリックコメント→県民意見提出手続（募集中））

３　意見の提出方法
 電子メール、ファックス、郵送又は持参のいずれかの方法で下記の提出先に提出をお願いします。様式は自由です。
 なお、いただいた御意見の内容についてお問い合わせする場合がありますので、住所及び連絡先（電話番号、メールアドレス
等）を御記入のうえ、提出してください。

４　意見の提出先　
　(1) 電子メール　nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp
　(2) ＦＡＸ送信　054-221-2839
　(3) 持参・郵送の場合
　　　〒420-8601　静岡市葵区追手町９－６
　　　経済産業部農業局農業戦略課研究支援班（県庁東館９階）

５　その他
 いただいた御意見（類似する御意見はまとめて）に対する県の考えは、県のホームページにおいて、後日お示しします。御意
見への個別の回答は行わないことを御了承ください。

６　問合せ先
　　静岡県経済産業部農業局農業戦略課研究支援班（電話番号　054-221-2734）

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu
mailto:nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/17

タイトル 紅麹原料を使用した健康食品に関する情報について
（第17報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１） 紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月17日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に２人確認されました。いずれも上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０)  ２(０)  ２（０）
患者数

累計 20（４） 13(２) 14(１) 47（７）

　* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

　* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

(https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html)
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

　　　 浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　　

sankou.pdfsankou.pdf

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/17

タイトル インフルエンザ施設別発生状況について【第133報】

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-920-7272

記者提供資料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

発表日：令和６年４月17日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

タイトル：インフルエンザ施設別発生状況について【第133報】 　 　 　 　 　 　 　 　 　

担当：健康福祉部　感染症対策課 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

連絡先：ふじのくに感染症管理センター　055-928-7272 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

インフルエンザ施設別発生状況について【第133報（４月16日受付分）】 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施　設　概　要 閉鎖等の措置をした学級の状況
番号

名　　　称 所　在　地 在籍者数 学級数 学級数 在籍者数 患者数 欠席者数
閉鎖等の期間

1 40 11 11 4月15日 ～ 4月1
1 高等学校 駿東郡清水町 525 15

1 40 14 14 4月15日 ～ 4月1
1 18 3 3 4月16日 ～ 4月1
1 30 9 9 4月16日 ～ 4月1
1 30 9 9 4月16日 ～ 4月1
1 30 8 8 4月16日 ～ 4月1

2 高等学校 沼津市 765 31

1 30 13 13 4月16日 ～ 4月1
3 小学校 沼津市 232 11 1 33 17 15 4月15日 ～ 4月1
4 小学校 浜松市中央区 530 20 1 31 9 9 4月17日 ～ 4月1

本日合計 ２高等学校、２小学校 9 282 93 91
８５４施設

本日までの累
計（実数） （ ９８高等学校、　２１７中学校、　４２５小学校、　７０幼稚園、

１１保育所、　２２こども園、　１１特別支援学校　０高等専門学校）
4,827 138,820 43,950 40,788

＊在籍者数、患者数及び欠席者数は、閉鎖措置がとられる直前の数です。 　 　 　 　 　 　 　 　
＊患者数は、欠席者及び罹患登校者を含めて計上してあります。（したがって、欠席者数は患者数に再掲されて
います。） 　 　 　 　 　 　

＊初発・再発の別欄は、同じ学級で同一週に複数回学級閉鎖をした場合に再発と記入しています。 　 　 　 　 　 　 　
＊発生報告については、全国一律に令和５年９月４日から新しいシーズンとして集計・公表しています。 　 　 　 　 　 　 　
＊本報告は、インフルエンザ様疾患（「38 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状（鼻汁、鼻閉、咽頭痛又は咳のいず
れか１つ以上）」）を対象としています。 　 　 　 　 　 　
　　　ただし新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者は除きます。 　 　 　 　 　 　 　 　



提 供 日 2024/04/17

タイトル 「【浜名湖花博】体験型植物観察会～ガイド付き体験
型ツアー～」を開催します。

担　　当 くらし・環境部 環境局自然保護課

連 絡 先 富士山・南アルプス保全班

TEL 054-221-3498

【浜名湖花博】
「体験型植物観察会～ガイド付き体験型ツアー～」を開催します。

　静岡県では、「ふじのくに生物多様性地域戦略パートナーシップ制度」により、希少野生動植物の保護や外来生物除去等の持続可能な環
境保全活動を推進し、生物多様性の確保と自然環境の保全を図っています。

今回、県民の生物多様性への理解と、環境保全活動への参画を促すため、花博が開催されている浜名湖ガーデンパークにおいて、体験
型植物観察ツアーを実施します。

１　日　　時　令和６年５月26日（日曜日）　各１時間
第１回　午前10時30分開始
第２回　午後１時　　　開始
第３回　午後３時　　　開始

２　定　　員　各回25名
　　　　　　　小学４年生以下は保護者同伴

３　集合場所　（１）事前予約者　浜名湖ガーデンパーク　浜辺の観察園
　　　　　　　　　（２）当日受付　ステージ横「静岡県自然保護課／南アルプスみらい財団ブース」

４　内　　容　浜名湖に多く見られる植物の観察
浜名湖の生態系の保全を乱す外来植物の除去体験　等

５　参加費　無料（浜名湖ガーデンパークへの入場料は別途必要）

６　事前予約
　　ふじのくに電子申請サービス申請ページからお申し込みください。

詳しくは以下のＵＲＬをご確認ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/1055317/1062962.html

        ７　ガイド　特定非営利活動法人ホールアース自然学校

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/1055317/1062962.html


提 供 日 2024/04/17

タイトル 伊豆半島沖地震50年に当たってのSNS等での防災情報の
発信

担　　当 経営管理部 東部地域局

連 絡 先 地域課　野沢

TEL 055-920-2089

今年は伊豆半島沖地震から50年　～今、改めて地震への備えを確認しよう～

１　概要
　　伊豆半島沖地震の発生から今年で50年を迎えます。そこで、東部地域局と賀茂地域局では東部で起きた地震を知り災害に備えるきっか

けにしてもらうため、当時の被災状況についてSNS等を用いた情報発信や企画展を行います。

２　伊豆半島沖地震とは
　　伊豆半島沖地震は昭和49年（1974年）５月９日に伊豆半島南部の南伊豆町の石廊崎沖を震源とするマグニチュード6.9の直下型地震とし

て発生しました。南伊豆町を中心に山（がけ）くずれ等が発生し、死者30名と大きな被害をもたらしました。

３　内容（予定）
　　・伊豆半島沖地震発災時の状況
　　　被害の状況や当時の貴重な資料、慰霊碑等を紹介します。

４　方法
　（１）情報発信
　　媒体：X　Toubu_Shizuoka
　　　　　 Instagram　shizuoka.pref_toubu
　　　　　 note　https://note.com/s_toubuchiiki/
　　期間：令和６年５月７日（火）～５月17日（金）

　※X、Instagramに平日毎日投稿します。
※気象に関する警報等が発令された場合は一時投稿を休止し、後日投稿します。

（２）企画展
　　期間：令和６年４月30日（火）～５月17日（金）
　　場所：東部総合庁舎本館２階　ロビー
　　　　　（静岡県沼津市高島本町1-3）
     ※５月10日（金）から一部展示を入れ替えます。

土砂に埋もれた住宅　　　　　　　　27名の生埋め者の救出活動を　　大破した石廊崎灯台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続ける自衛隊員

https://note.com/s_toubuchiiki/


提 供 日 2024/04/18

タイトル 薬物乱用防止教室を開催します～「薬物乱用の危険性
と密輸事件の裏側」を学ぶ～

担　　当 教育委員会 三島南高等学校

連 絡 先 教頭　佐々木　亮

TEL 055-977-8333

薬物乱用防止教室を開催します
～「薬物乱用の危険性と密輸事件の裏側」を学ぶ～

　三島南高校では、清水税関支署沼津出張所から講師を招き、薬物乱用防止教室を開催します。
　税関職員のほか、麻薬探知犬とハンドラー、麻薬探知犬インストラクター、本校学校薬剤師による講話を通じて、薬物の恐ろし
さについて学びます。
　また、薬物乱用に関する講話だけでなく、税関職員と麻薬探知犬による実演を含む、薬物密輸の実態に関する興味深い話を聞く
予定です。

１　開催日時
　　令和６年４月25日（木）午後２時50分から４時10分まで

２　会　場
　　静岡県立三島南高等学校　体育館
　　（三島市大場608）

３　内　容
　　税関職員、麻薬探知犬ハンドラー、麻薬探知犬インストラクター学校薬剤師に
　よる講話及び実演

４　講　師
　・清水税関支署沼津出張所　川口直久　様
　・麻薬探知犬インストラクター　矢野慎治　様
　・麻薬探知犬ハンドラー　２名
　・三島南高校学校薬剤師　勝又莊一　様

５　参加者
　　生徒　602名

６　お問合せ先
　　静岡県立三島南高等学校
　　担　当　教頭　佐々木　亮
　　電　話　055-977-8333
　　メール  makoto01.sasaki@neg.edu.pref.shizuoka.jp

「有徳の人づくり」を進めています。
静  岡  県  教  育  委  員  会　

mailto:makoto01.sasaki@neg.edu.pref.shizuoka.jp


提 供 日 2024/04/18

タイトル 富士山五合目への県道３ルートの冬期閉鎖の解除

担　　当 交通基盤部 道路局道路保全課

連 絡 先 維持舗装班

TEL 054-221-2752

富士山五合目への県道３ルートの冬期閉鎖の解除

　積雪のため冬期閉鎖(全面通行止め)している富士山五合目(富士宮口、御殿場口、須走口)への県道３ルートについて、除雪等

の作業完了の見通しが立ったことから、令和６年４月26日(金)午前11時に冬期閉鎖(全面通行止め)を解除します。

１　冬期閉鎖解除区間

　○　富士宮口

  ・路線名：一般県道富士公園太郎坊線(富士山スカイライン)

  ・区　間：富士市大淵(富士宮口二合目)～富士宮口五合目　(全長約13.0km)

　※夜間(午後５時から翌朝午前８時の間)は、通行止め

　○　御殿場口

  ・路線名：一般県道富士公園太郎坊線

  ・区　間：御殿場市中畑(太郎坊入口)～御殿場口新五合目　(全長約1.7km)

　○　須走口

  ・路線名：一般県道足柄停車場富士公園線(ふじあざみライン)

  ・区　間：小山町須走(あざみライン入口)～須走口五合目　(全長約11.5km)

　○　参考(過去３年の解除日)

　・令和３年度：４月28日(水)
　・令和４年度：４月28日(木)
　・令和５年度：４月28日(金)
　　　

２　注意事項
　・今後の天候等により、解除日等が変更となる場合には、改めてお知らせし
　　ます。
  ・３登山口とも 五合目 から 山頂 までの 登山道 は 、 ４ 月26 日以降 も 冬期閉鎖を
　　継続します。
　　危険ですから登らないでください。
　・富士宮口五合目のトイレは緊急用の仮設トイレのみのため、五合目に上ら
　　れる前に、二合目等(水ヶ塚駐車場、高鉢駐車場)のトイレを利用してくだ
　　さい。
　・一般県道富士公園太郎坊線(富士山スカイライン)については、夜間に路面
　　が凍結する恐れがあるため、当分の間、夜間通行止めとします。

　問い合わせ先　　　

　　静岡県交通基盤部道路局道路保全課

　　　電話　０５４－２２１－２７５２

　　静岡県富士土木事務所維持管理課

　　　電話　０５４５－６５－２２３７

　　静岡県沼津土木事務所維持調査課

　　　電話　０５５－９２０－２１２０



提 供 日 2024/04/18

タイトル 菜の花迷路が出現！
藤田幼稚園・杉田幼稚園の園児が菜の花迷路脱出を目
指します

担　　当 経済産業部 富士農林事務所農村計画課

連 絡 先 農村計画班

TEL 0545-65-2201

【美農里プロジェクト】

菜の花迷路が出現！
藤田幼稚園・杉田幼稚園の園児が菜の花迷路脱出を目指します

１　要旨

　県が推進する「ふじのくに美農里(みのり)プロジェクト」に取り組む「次郎長ネット
ワーククラブ（富士市大淵）」が管理する農地に、菜の花迷路が出現しました。「藤田幼
稚園」と「杉田幼稚園」の園児が、菜の花迷路脱出を目指します！
　昨年度に引き続き、同団体の皆様によって保全管理されている遊休農地に菜の花迷路が
制作されました。地元の幼稚園児へ公開後、一般の方にも公開予定です。

２　概要

日　時
令和６年４月23日(火)：杉田幼稚園、藤田幼稚園
午前10時30分～午前11時00分　※小雨決行、雨天時中止

場　所 富士市大淵4167番地付近

主催者 次郎長ネットワーククラブ　当日参加構成員　約10名

参加者 杉田幼稚園児約40人、藤田幼稚園児約40人

３　取材について

　取材の許可は得られております。取材を希望される方は現地に直接お越しください。

■「ふじのくに美農里プロジェクト」とは？
　静岡県における多面的機能支払交付金に基づいた活動の愛称です。静岡県
では平成19年度からプロジェクトに取り組み、地域の農業を守り、美しい景
観や、多様な生態系をはぐくむ農地や農業用施設を保全し、未来につなぐ地
域ぐるみの活動を支援しています。令和６年３月末時点で237の組織が活動
しています。

■次郎長ネットワーククラブ
　「ふじのくに美農里プロジェクト」の活動組織として、平成29年度に設立された団体で
す。当団体が活動する富士山南麓の樹園地では、お茶や樒（しきみ）、山林苗などが栽培
されており、地域で協力しながら農地の保全や施設の維持管理を実施しています。



提 供 日 2024/04/18

タイトル 中小企業等収益力向上事業費補助金の公募開始

担　　当 経済産業部 商工業局経営支援課

連 絡 先 経営革新班

TEL 054-221-2526

中小企業等収益力向上事業費補助金の公募が始まります！
～令和６年４月25日から応募受付開始～

　静岡県では、中小企業等の持続的発展に向けて、物価高騰等による経営環境の変化に対応し、商工団体及び金融機関等による伴
走支援のもとで、独自の技術やサービス展開を目指す取組を支援する補助金を創設しました。
　４月25日から応募の受付を開始します。多くの申請をお待ちしております。

１ 補助金の概要
項目 内容
補助

対象者
県内に主たる事務所又は事業者を有する中小企業者等

補助額・補助率 ・上限500万円（下限50万円）
・補助対象経費（税抜き）の２分の１以内(千円未満切り捨て)

補助
対象事業

付加価値の向上を目標とする２～３年間の事業計画を策定して行う下記の事業
１　承認された経営革新計画に基づく事業
２　収益力や生産性の向上につながる自社にとっての新たな事業

事業計画 【計画期間】
　補助事業期間（１年又は２年間）＋１年間のフォローアップ
【数値目標】
　計画期間の終了時点で、付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額について、年率平均３％以上の増加

伴走支援 商工団体や金融機関等による伴走支援が必須
補助対象

期間
交付決定日から令和７年３月31日まで
※補助事業期間が２年間の場合も、年度ごとに審査・交付決定

２ 応募期間
　 令和６年４月25日（木）10時から令和６年５月31日（金）24時まで

３ 応募方法
　 ふじのくに電子申請サービスから必要書類を提出してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=11677 

４ 公募要領・様式等の入手先
　 県ホームページの以下のアドレスからダウンロードしてください。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/seidoyushi/1062522.html

５ 問い合わせ先
 　静岡県経済産業部商工業局経営支援課

　ＴＥＬ：０５５－２２１－２５２６，３１６４

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=11677
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/seidoyushi/1062522.html


提 供 日 2024/04/18

タイトル ニラ？スイセン？有毒植物による食中毒に注意！

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3708

４月に入り、全国で有毒植物による食中毒が複数発生しています。有毒植物の中には、山菜や家庭菜園の作物と見た目がそっくりなものがあり、油
断し、間違えて食べてしまい食中毒となっています。
 全国 における 有毒植物 を 原因 とする
 食中毒患者 の 約半数 が ６０ 歳以上 です

 どっちがニラ ？ スイセン ？

正解は、左がニラ、右がスイセン
写真の出典：消費者庁ウェブサイトhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160413kouhyou_1.pdf

まちがいなく食用だと判断できない植物は
「採らない！」「食べない！」
「売らない！」「人にあげない！」
体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160413kouhyou_1.pdf


提 供 日 2024/04/18

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第18報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３） ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月18日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に１人確認されました。上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０)  １(０)  １（０）
患者数

累計 20（４） 13(２) 15(１) 48（７）

　    * 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

(https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html)
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

　　　 浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/18

タイトル インフルエンザ施設別発生状況について【第134報】

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7272

記者提供資料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

発表日：令和６年４月18日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

タイトル：インフルエンザ施設別発生状況について【第134報】 　 　 　 　 　 　 　 　 　

担当：健康福祉部　感染症対策課 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

連絡先：ふじのくに感染症管理センター　055-928-7272 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

インフルエンザ施設別発生状況について【第134報（４月17日受付分）】 　

施　設　概　要 閉鎖等の措置をした学級の状況
番号

名　　　称 所　在　地 在籍者数 学級数 学級数 在籍者数 患者数 欠席者数
閉鎖等の期間

1 小学校 伊東市 344 12 1 29 10 7 4月17日 ～ 4月1
2 小学校 駿東郡清水町 395 16 1 33 5 5 4月17日 ～ 4月1
3 幼稚園 御殿場市 205 10 1 26 3 3 4月16日 ～ 4月1

本日合計 ２小学校、１幼稚園 3 88 18 15
８５４施設

本日までの累
計（実数） （ ９８高等学校、　２１７中学校、　４２５小学校、　７０幼稚園、

１１保育所、　２２こども園、　１１特別支援学校　０高等専門学校）
4,830 138,908 43,968 40,803

＊在籍者数、患者数及び欠席者数は、閉鎖措置がとられる直前の数です。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
＊患者数は、欠席者及び罹患登校者を含めて計上してあります。（したがって、欠席者数は患者数に
再掲されています。） 　 　 　 　 　 　 　

＊初発・再発の別欄は、同じ学級で同一週に複数回学級閉鎖をした場合に再発と記入し
ています。 　 　 　 　 　 　 　 　
＊発生報告については、全国一律に令和５年９月４日から新しいシーズンとして集計・公
表しています。 　 　 　 　 　 　 　 　
＊本報告は、インフルエンザ様疾患（「38 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状（鼻汁、鼻閉、咽頭痛
又は咳のいずれか１つ以上）」）を対象としています。 　

　 　 　 　 　 　
　　　ただし新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者は除きます。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



提 供 日 2024/04/18

タイトル TIPSスタンプラリー「LET'S静岡CYCLING」開催中！

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光政策課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-3617

TIPSスタンプラリー「LET'S静岡CYCLING」開催中！

　　　
（要　旨）

静岡県公式観光アプリ「TIPS」上で、県内サイクリングコースを活用したデジタルスタンプラリー「LET'S静岡CYCLING」を開催中です。
県内のサイクリングモデルコースに訪れるサイクリストに、周辺の観光施設等への来訪を促し、「しずおかの新たな魅力」を発見していただき

ます。
伊豆半島一周ルート(イズイチ)や、浜名湖一周ルート(ハマイチ)、富士山一周ルート(フジイチ)周辺の観光施設やアクティビティ施設等で富

士山スタンプが取得できます。　　
期間中に５個以上のスタンプを獲得した方の中から、抽選で景品をプレゼントします。

１　「LET'S静岡CYCLING」の概要
項　目 内　容

開催期間 令和６年４月６日（土）から令和７年２月28日（金）まで

スタンプ
取得箇所

県内サイクリングモデルコース「イズイチ」、「ハマイチ」、「フジイチ」上
の観光施設やアクティビティ施設等　　　　　　　　計20スポット
（令和６年４月９日時点の登録数。登録施設は別紙のとおり）
※登録を希望される場合は、スポーツ政策課まで御連絡ください。

参加方法 ・静岡県公式観光アプリ「TIPS」をダウンロード
・上記スタンプ取得箇所を巡り、GPSによりスタンプ取得

参加特典
期間中に５個以上のスタンプを獲得した方の中から抽選で景品をプ
レゼント（※景品はエントリーフォーム記載の住所へ郵送）

２　静岡県公式観光アプリ「TIPS」について
「今だけ、ここだけ、あなただけ」の観光情報をお届けする無料のアプリ
おすすめ情報の紹介やイベント情報のほか、アプリ限定の記事や体験情報を配信中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アプリのダウンロードはこちら→

＜問合せ先＞
　　・「LET'S静岡CYCLING」スタンプラリーに関すること
　　　スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ政策課事業推進班　054-221-3744
　　・静岡県公式観光アプリ「TIPS」に関すること

　スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課企画班　054-221-3617



提 供 日 2024/04/18

タイトル ふじのくに芸術祭2024演劇コンクール 県民審査員を募
集中です！ 

担　　当 スポーツ・文化観光部 文化局文化政策課

連 絡 先 芸術祭推進班

TEL 054-221-3109

ふじのくに芸術祭2024演劇コンクール県民審査員を募集中です！！

　
１　要旨

・ふじのくに芸術祭は県内最大の総合芸術祭であり、１年を通して県内各地で多様なイベントが開催されます。
・芸術祭イベントの一つである演劇コンクールにおいて、県演劇協会の審査員と共に合同審査を行う「県民審査員」を、下記
により公募中です。

２　募集内容
・ふじのくに芸術祭2024演劇コンクールでは、県内の演劇活動活性化を目的に、県内アマチュア演劇団体等が行う公演を審査
し、静岡県芸術祭賞をはじめとした今年度の優秀作品を決定します。

・県民審査員の皆様には、生の演劇をお楽しみいただきながら審査に御参加いただきます。この活動を通じ、ぜひ、新たな演
劇の見方や魅力を発見してください。

・御応募に際し、特別な知識や資格等は不要です。

（１）演劇コンクール審査スケジュール
・令和６年６月２日(日)　 事前打合会に参加（会場：静岡県庁内）
・令和６年６月～12月   　上演される演劇コンクール参加公演を観劇

  (令和５年度は８公演ありました)
  ・各公演観劇後　　　　　「完成度の高さ」や「会場の雰囲気とおすすめ

                        度」等を劇評に記入し、提出
・令和６年12月　　　　　 合同審査会にて受賞団体決定

（２）県民審査員の募集人数
　　３～４名（応募多数の場合は抽選）

（３）その他
　　　観劇、事前打合会及び審査会にかかる旅費は静岡県演劇協会が負担
　　（※審査に係る謝礼はありません）
　
（４）申込方法及び問合せ先
　　　住所、氏名、年齢、電話番号、職業、応募動機、演劇鑑賞歴（０年でも可）
　　を記入し、はがき又はメールで申込み
　　　【申込先】〒422-8043　静岡市駿河区中田本町４６－２
　　　　　　　　ふじのくに芸術祭演劇コンクール事務局　堀池宛
　　　　　　　　電　話：　090－6806－9382
　　　　　　　　e-mail：　taka2058teatro@gmail.com
　　
（５）申込締切
　　　令和６年５月26日（日）必着

　 　　
R５年度芸術祭賞：劇団からっかぜ「もやしの唄」

　

mailto:taka2058teatro@gmail.com


提 供 日 2024/04/18

タイトル 静岡県山岳遭難防止対策協議会総会の開催

担　　当 危機管理部 消防保安課

連 絡 先 静岡県山岳遭難防止対策協議会事務局　萩原（消防保

安課産業保安班）

TEL 054-221-2076

　　　　静岡県山岳遭難防止対策協議会総会を開催します。

　静岡県山岳遭難防止対策協議会（会長：公益社団法人静岡県観光協会会長 川勝平
太知事）は、令和６年度静岡県山岳遭難防止対策協議会総会を開催します。
　総会においては、本年度の事業計画等について審議するとともに、昨年の山岳遭
難事故の状況等の報告を行います。

１　日　時　　令和６年４月２５日（木）　１４時００分から

２　場　所　　静岡県庁別館５階　危機管理センター（西）

３　出席者　　静岡県危機管理監代理兼危機管理部部長代理
　　　　　　　一般社団法人静岡県山岳・スポーツクライミング連盟会長ほか

４　議題等　　令和６年度事業計画及び予算 等
　　　　　　　令和５年中における山岳遭難事故の発生状況（静岡県警）

５　表彰式　　総会終了後（15時15分頃を予定）、同センターにて県危機管理部部長代理による表彰式を行います。
　　　　　　　登山者等の遭難の未然防止や遭難者の救助に関して、特に顕著な功績があった個人を表彰します。
　　　　　　　詳細については別紙を御参照ください。

６　【参考】山岳遭難事故発生状況
　　

　年 　　発生件数　　　　　　
（件）

　死者・行方不明者　　　　　
　（人）

　　負傷者　　　　　　　
（人）

　無事救助者　　　　　
（人）

　H26 116　 　9　 41　 81　
　H27 114　 11　 48　 70　
　H28 132　 6　 56　 97　
　H29 128　 9　 55　 73　
　H30 123　 14　 52　 80　
　R1 90　 6　 39　 63　
　R2 34　 10　 7　 20　
　R3 72　 6　 32　 49　
　R4 124　 10　 36　 93　
　R5 129  10  41  99  



提 供 日 2024/04/19

タイトル 令和６年度の富士山マイカー規制期間が決定しました

担　　当 交通基盤部 道路局道路企画課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-2938

令和６年度の富士山マイカー規制期間が決定しました

　渋滞のない安全で快適な富士登山と富士山の環境保全のため、静岡県内の登山口（富士宮口
の富士山スカイライン、須走口のふじあざみライン）でマイカー規制を行います。　

　　
１　概要

　県、市町、警察、交通事業者（バス・タクシー）、山小屋関係者等からなる富士山スカイライン（富士宮口）適正利用推進協議会、富士山須走
口適正利用推進協議会において、令和６年度の静岡県内の富士山マイカー規制期間を決定しました。

＜マイカー規制期間＞
　　　　　
　・富士宮口（富士山スカイライン）
　　　令和６年７月10日（水）９時～ ９月10日（火）18時　 連続63 日間　

　・須走口（ふじあざみライン）
　　　令和６年７月10日（水）９時～ ９月10日（火）18時　 連続63 日間　

※須走口は、令和４、５年度は登山道の混雑状況を踏まえ規制期間を設定していましたが、令和６年度は富士宮口と同じ規制期間としていま
す。

※吉田口（富士スバルライン）マイカー規制期間については、山梨県が別途決定

※静岡県の実施する入山管理の社会実験については、静岡県富士山世界遺産課が別途公表予定
　

２　参考

　過年度の規制期間

年度 富士宮口 須走口 吉田口（山梨県）
令和２年度 ― ― 62日間
令和３年度 63日間 63日間 42日間
令和４年度 64日間 48日間 48日間
令和５年度 63日間 51日間 59日間

≪問合せ先≫

　●富士宮口（富士山スカイライン）

　　・静岡県道路企画課　赤堀、外山 TEL 054-221-2938

　　・富士宮市観光課　保坂 TEL 0544-22-1155

　●須走口（ふじあざみライン）

　　・小山町商工観光課　藤曲、日比野 TEL 0550-76-6114



提 供 日 2024/04/19

タイトル 野生イノシシの豚熱検査結果（4/12～4/18）

担　　当 経済産業部 農業局畜産振興課

連 絡 先 家畜衛生防疫班

TEL 054-221-2709

県内における豚熱の防疫対策に関する情報（第537報）

＜野生イノシシの豚熱検査結果（4/12～4/18）結果判明分＞

静岡県は、県内全域を対象に、死亡及び捕獲野生イノシシの豚熱遺伝子検査を実施しています。

新たに検査結果が判明したのは、下表の34頭で、豚熱ウイルスの感染事例はありませんでした。

平成30年９月以降、14,897頭（死亡383頭、捕獲14,514頭）の検査を実施し、596頭の陽性（死亡170頭、捕獲426頭）を確認して

います。

＜次ページへ続く＞

＊過去の検査の情報は、静岡県ホームページに掲載しています。
（ホーム ＞ 産業・しごと ＞ 農業 ＞ 畜産業 ＞ 家畜衛生に関する情報）



提 供 日 2024/04/19

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第19報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月19日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に２人確認されました。いずれも上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規  ２（０） ０(０) ０(０)  ２（０）
患者数

累計 22（４） 13(２) 15(１) 　50（７）

　    * 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

(https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html)

この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　４月20日、21日の相談窓口

厚生労働省 紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

・電話番号：０１２０－３８８－６８７

・受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施）

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/19

タイトル 障害のある人への合理的配慮の提供を促進するための
助成事業を募集します

担　　当 健康福祉部 障害者支援局障害者政策課

連 絡 先 障害者政策班

TEL 054-221-3599

県では、平成29年度から企業や県民等による、障害のある人への合理的配慮の提供を促進する取組に対する助成の公募を行ってい
ます。
このたび、今年度の助成の公募を開始します。
（概要）
１　対象者
団体及び事業者であって、事業を的確に遂行できる能力が認められるもの

２　対象事業
ア　事業者を対象にして行う、合理的な配慮への理解を深めるための講演会又は研修会の開催に関する取組
イ　県民を対象にして行う、障害特性や場面に応じた合理的な配慮への理解を深めるための講演会又は研修会の開催に関する取組
（対象外のもの）
・備品の購入が目的であるもの
・事業者、団体等の業務で、法律で定められているなど、実施する責務・義務があると認められるもの
・以前から実施している事業をそのまま継続する事業（拡充を伴う場合を除く。）
・営利を目的とする事業　など

３　補助額等
30万円以内（講演会の講師の謝金・旅費、会場使用料等）

４　応募締切・応募方法等
・令和６年５月17日（金）までに、郵送、持参又はメールにより必要書類を提出してください。（郵送の場合は必着）
・公募要領及び様式等を、県障害者政策課ホームページで公開しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/kyoseishakai/1002995/1023613.html

５　その他
応募締切後、県による審査を経て５月下旬から６月初旬に補助金交付決定を行う予定です。補助金対象事業の着手は交付決定後が
原則ですが、早急に実施したい事業がある場合は、下記担当まで御相談ください。

６　問い合わせ先・提出先
静岡県健康福祉部障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６　054-221-3599　FAX 054-221-3267
E-mail：shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

参考　昨年度に採択された事業例（計12事業を採択）
団体等 事業概要

NPO法人静岡FIDサッカー連盟 障害理解や、障害者スポーツに対する理解を深める電動車いすサッカーの映画上映及び映画監督
の講演会を開催

特定非営利活動法人みらいネッ
ト浜松

合理的配慮の提供に関する講演会の開催
点字用すごろくを活用した防災学習の出前講座の開催

http://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/kyoseishakai/1002995/1023613.html
mailto:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/19

タイトル 静岡県不妊治療費（先進医療）助成のご案内

担　　当 健康福祉部 こども未来局こども家庭課

連 絡 先 母子保健班

TEL 054-221-2993

静岡県不妊治療費（先進医療）助成の申請受付を開始します！

　不妊治療を実施している方の経済的な負担を軽減するため、保険診療との併用が認められている先進医療に対する助成の申請を４月22日
（月）から受け付けます。

　制度概要
　　

区　分 内　容

対象者

次のいずれにも該当する夫婦の一方とする、
(1)　申請時点において、夫又は妻の住所地が静岡県内（静岡市又は浜松市
を除く）
(2)　治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
(3)　夫婦のいずれもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
(4)　保険診療の生殖補助医療と併用して先進医療を受けた者

補助対象
経費

令和６年４月１日以降に終了した生殖補助医療のうち、先進医療として官報
告示されている医療に係る経費。
ただし、既に他の自治体で先進医療に係る費用の助成を受けている者が、重
複する費用を申請した場合には、当該費用から他の自治体で助成を受けた
額を控除する。

補助率  7/10（本人負担３割）
上限額  ５万円/回

提出書類

 ○不妊治療費（先進医療）補助金交付申請書（様式第１号）
 ○不妊治療費（先進医療）受診等証明書（様式第２号）
 ○夫と妻の住民票（発行から３か月以内のもの）
 ○夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
 ○先進医療に係る領収額が記載された領収書の写し
 ○事実婚関係に関する申立書（様式第３号）
 ○請求書（様式第６号）
 ○口座振替通知登録申出書、本人が確認できる書類（運転免許証等）、
    口座を確認できる書類（通帳等）

提出先  申請者の住所を管轄する保健所
提出方法  郵送又は持参

※詳細は県ホームページを御確認ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1040714/1002879/1062856.html

※静岡市、浜松市においても同様の制度を実施しています。
　 ＜問合せ先＞
　 静岡市：静岡市子ども家庭課（054-354-2649）
   浜松市：浜松市健康増進課（053-453-6117）

https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1040714/1002879/1062856.html


提 供 日 2024/04/19

タイトル 企画展「富士山の「合目」のハナシ」を開催します！

担　　当 スポーツ・文化観光部 静岡県富士山世界遺産センター

企画総務課

連 絡 先 静岡県富士山世界遺産センター企画総務課

TEL 0544-21-3776

企画展「富士山の「合目」のハナシ」を開催します！

１　要旨
　静岡県富士山世界遺産センターでは、 企画展 「 富士山 の 「 合目 （ ごうめ ）」 のハナシ 」 を 開催 します。
　　
　現在、静岡県・山梨県の富士山の各登山道にある「合目(ごうめ)」の標記。
　各登山道の各合目の標高は同じではないことを知っていますか？ また、同じ登山道でも時代によって何度も「合目」は付け替
えられてきたのです！ 
　
　本企画展では、富士山の各登山道のうち前近代から近現代にかけて継続して利用された静岡県側の富士宮ルート、御殿場ルー
ト、須走ルート、山梨県側の吉田ルートについて、絵図や絵葉書などを交えて紹介いたします。
　
　 謎 の 多 い 富士山 の 「 合目 」 のハナシ 、 誰 かにきっと 話 したくなるトリビアを 学 びましょう ！

２　企画展概要　　
主催 静岡県富士山世界遺産センター

会期
令和６年４月27日(土)～令和６年６月９日(日)
9:00～17:00※最終入場は閉館30分前まで
開催中の休館日：５月21日(火)

会場
　静岡県富士山世界遺産センター２階企画展示室
(静岡県富士宮市宮町5-12)

観覧料
　常設展観覧料で御覧いただけます。
　※常設展観覧料：一般300円、団体(有料観覧者20名以上)200円、
　　　　　　　　15歳未満・70歳以上・学生・障がい者等 無料(要証明書)

関連
イベント

【公開講座】
　「富士山の「合目」のハナシ」(定員30名、要事前申込)※4/18現在満席
  日時：令和６年５月19日(日)14:00～15:30
  会場：静岡県富士山世界遺産センター１階研修室
  講師：大高康正(静岡県富士山世界遺産センター学芸課）

【展示解説】
　担当研究員によるギャラリートーク（事前申込不要）
　日時：令和６年４月27日(土)・28日(日)、
        ５月18日(土)・19日(日)、６月８日(土)・９日(日)
　　　　★各日、午前午後の２回開催 （10時30分～／13時30分～）
　会場：静岡県富士山世界遺産センター２階企画展示室

３　取材及び撮影について
　随時調整させていただきますので、以下の連絡先に事前に御連絡ください。
　　
　＜連絡先＞
　　静岡県富士山世界遺産センター企画総務課　村松　あて
　　電　話：0544-21-3776　
　　メール：mtfuji-whc@pref.shizuoka.lg.jp
　

■静岡県富士山世界遺産センター公式ＨＰ

https://mtfuji-whc.jp

mailto:mtfuji-whc@pref.shizuoka.lg.jp
https://mtfuji-whc.jp


提 供 日 2024/04/19

タイトル 『ゆるキャン△ SEASON３』放映記念!モデル地の大井
川流域各所で特製ノベルティを配布します！
（4/20～）

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光振興課

連 絡 先 観光振興班

TEL 054-221-3734

『ゆるキャン△』×静岡県　SEASON３放映記念！　モデル地の

大井川流域各所で特製ノベルティを配布します！（４月20日（土）～）

１　要　旨

４月18日（木）から順次放送されているＴＶアニメ『ゆるキャン△ SEASON３』の第３話にて、モデル地の大井川流域が初登
場しました。
これを記念し、大井川流域の関係機関と連携して、お越しいただいた方々を対象に、『ゆるキャン△』×静岡県特製　アニメ

場面写ステッカーを配布します。

２　概　要

（１）配布開始日　令和６年４月20日（土）から
　　　　　　　　　・一部の配布場所では４月27日（土）から配布開始
　　　　　　　　　・配布物が無くなり次第終了

（２）配布場所　　蓬莱橋897.4茶屋ほか10箇所

（３）配布物　　　特製アニメ場面写ステッカー※
　　　　　　　　　・全４種
　　　　　　　　　・縦約5cm×横約７cm（スマホケースに入る大きさ）　　　　　

（４）配布枚数　　全10,000枚（各2,500枚）

（５）備考　　　　配布場所では、オリジナルタペストリーも掲出中

（６）特設サイト　https://yurucamp-shizuoka.com/

※配布物サンプル画像は、本文ＰＤＦに添付
 

【参考（第３話放送局・放送日時（一部））】
放送局：ＡＴ－Ｘ　　　日時：４月18日（木）23時00分～
放送局：ＢＳ11　　　　日時：４月19日（金） 0時00分～
放送局：ＳＢＳテレビ　日時：４月24日（水） 1時55分～

https://yurucamp-shizuoka.com/


提 供 日 2024/04/19

タイトル 【第34報】令和６年能登半島地震への本県の支援（４
月19日現在）

担　　当 危機管理部 危機政策課

連 絡 先 危機報道官

TEL 054-221-2316

令和６年能登半島地震により被災した地域への支援の概要は添付のとおりです。



提 供 日 2024/04/19

タイトル 静岡県台湾事務所が台湾国立政治大学で講義

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 海外交流班、静岡県台湾事務所

TEL 054-221-3066､010-886-2-2508-1515

静岡県台湾事務所（以下「当事務所」）の所長：市川美奈子（いちかわ　みなこ）が、４月10日（水）、台湾にある国立政治大学で、静岡県や
当事務所を紹介する約50分の講義を行いました。

本講義は、同大学日本研究プログラムの石原忠浩（いしはら　ただひろ）助理教授からの提案で実現しました。当日は、石原氏が教鞭を執
る戦後日本外交史と経済外交の受講生約60名が聴講するなか、当事務所の所長の市川が中国語で「静岡県台湾事務所の業務内容」「静岡
県の観光名所（富士山、温泉、花）」「静岡県のグルメ（フルーツ、海鮮、お茶）」「アニメの中に出てくる静岡県」などの切り口から静岡県を紹介
しました。

学生らは講義に熱心に耳を傾けており、質疑応答では「静岡県で有名な城を回りたいので教えてほしい」などと、静岡県への興味関心の高
さが伺える質問がありました。
　また、静岡県台湾事務所のFacebook（下記参照）を早速フォローする学生の姿も多く見られました。

当事務所では今後も、様々な方法を用いて、台湾の幅広い年代の方々に対して、静岡県の情報発信を行ってまいります。

●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」https://www.facebook.com/shizuokaken

https://www.facebook.com/shizuokaken


提 供 日 2024/04/19

タイトル 静岡県推計人口　前月比8,737人の減少

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 人口就業班

TEL 054-221-2995





提 供 日 2024/04/22

タイトル 第21回静岡県知事選挙速報事務担当者会議

担　　当 静岡県選挙管理委員会　速報担当 

連 絡 先 （経営管理部市町行財政課）

TEL 054-221-2055

（要　　旨）
　５月26日に執行される第21回静岡県知事選挙における投票・開票速報の事務を円滑かつ的確に実施するため、各市区町選挙管
理委員会を対象とした速報事務担当者会議をWeb上で開催します。

（概　　要）
１　主　催　　静岡県選挙管理委員会

２　参加者　　県及び各市区町の選挙管理委員会速報事務担当者（約90名）

３　内　容　
（１）日　時　　令和６年４月26日（金）10:00～（２時間程度）
（２）会　場　　県庁別館２階第１会議室Ｄ　※Zoomによる配信
（３）内　容　　

ア　投票・開票速報基本指針
・選挙当日の速報体制及び事務内容等について

イ　速報事務要領
・選挙当日の速報事務手順
　（当日のスケジュール、端末の使用方法等について）

ウ　速報事務のリハーサルの実施
・スケジュール等について

エ　速報システムについての操作説明
・システムの具体的な操作方法について

オ　期日前投票の中間状況及び最終結果等の報告
カ　その他留意事項等

４　その他
　５月24日（金）16:00から公開で投・開票リハーサルを実施する予定ですが、詳細については、後日記者提供します。



提 供 日 2024/04/22

タイトル ファルマバレー支援企業が医療機器展示会で大賞を受
賞

担　　当 経済産業部 産業革新局新産業集積課

連 絡 先 ファルマバレーセンター

TEL 055-980-6333

フ ァ ルマバレー支援企業が医療機器展示会で大賞を受賞

　本県の医療健康産業の振興を図る中核支援機関、ファルマバレーセンターの支援を受けて開発された（株）テクノサイエンスの
「月兎」が、４月17日から19日まで開催された国内最大級の医療機器展示会「Medtec Japan」において、「Medtec イノベーショ
ン大賞」を受賞した。

１ 　 受賞の概要

賞の名称 第12回 Medtec イノベーション大賞

受賞企業 株式会社テクノサイエンス(沼津市一本松)　http://www.t-science.co.jp

製品名 電子駆血帯　月兎(げっと)

製品の特徴
腕帯を空気で加圧して血管を駆血する装置で、複数の加圧層による独自の技術で血管の怒張を促し、カンやコツに頼る
ことなく針刺し業務をサポート

開発の経緯 採血等血管への針穿刺において複数回刺されることは、患者の負担だけでなく施術者の精神的な負担にも繋がることか
ら、穿刺を容易にする支援装置を開発

＜参考＞Medtech Japan
　医療機器の製造・設計に関する国内唯一の展示会・セミナーとして、今回で15回目を迎え、11ヶ国・地域からの海外企業76社を
含む、454社が出展

会期・会場 令和６年４月17日(水)～19日(金)　東京ビッグサイト

内　　容 医療機器の設計・製造に関する展示会・セミナー

主　　催 Medtec Japan 事務局

後　　援 経済産業省、(公財)医療機器センター、(一財)日本医療機器産業連合会、
(一社)日本の技術をいのちのために委員会

協　　賛 (公社)日本臨床工学技士会、(一社)日本医工ものづくりコモンズ

　※「Medtech イノベーション大賞」は、国内企業による革新的な医療機器を表彰
　　 する目的で創設されたもので、大賞のほか、優秀賞、期待賞、努力賞がある。

２ 　 フ ァ ルマバレープロジェ ク ト における支援
当該製品の研究開発は、ファルマバレーセンター内の研究開発室を利用して進められ（平成28年10月～令和４年９月）、同
センターのコーディネーターが医療機関での臨床試験の調整や意見収集など、製品開発に向けた支援を行った。また、産業
技術総合研究所（健康医工学研究部門）と静岡県立大学看護学部が共同研究者として参画した。
令和２～４年度にかけて先端企業育成プロジェクト推進事業（県補助金）を活用して、研究開発・事業化を進め、令和４年
度に製品が完成した。

http://www.t-science.co.jp


提 供 日 2024/04/22

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第20報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

　現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月22日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に２人確認されました。いずれも上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０)  ２(０)  ２（０）
患者数

累計 22（４） 13(２) 17(１) 　52（７）

* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

(https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html)
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/22

タイトル マダニに咬まれないように注意しましょう！（「日本
紅斑熱」患者が確認されました）

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7220

－危機管理情報－
マダニに咬まれないように注意しましょう！

～今年県内初の「日本紅斑熱」患者が確認されました～
１　要旨

　県内で日本紅斑熱の患者が今年初めて確認されました。野外でのマダニ対策を十分行うようお願いします。　

２　患者概要
　　中部保健所管内在住の60歳代女性
＜経緯＞
　４月10日頃から食欲不振、全身倦怠感、４月16日から発熱、発疹の症状
　４月17日　中部保健所管内の医療機関を受診し、入院

マダニに咬まれた自覚なし、マダニの刺し口は認められませんでしたが、広範囲の発疹があり、マダニが媒介する感染症の疑い　→　
県環境衛生科学研究所で検査を実施

　４月18日　日本紅斑熱の病原体遺伝子が検出→「日本紅斑熱」確認
　　

　畑で作業を行っていたことから、作業中に、日本紅斑熱の病原体を保有するマダニに咬まれたことにより感染したと推定されます。
なお、患者はすでに快方に向かっています。

　

３　マダニが媒介する主な感染症

（１）　日本紅斑熱
日本紅斑熱リケッチアという病原体を保有する マダニに 咬 まれることで 感染 し 、 人 から 人 へ 感染 して 広 がるものではありません 。
マダニに咬まれてから、２日から８日の潜伏期間の後、高熱、発疹が現れ、重症化した場合には、死に至ることもあります。
 県内 では 、 過去 ５ 年 で 、 年間 ５ 〜10 例 、 今回報告例 を 含 め39 例 （ 本年 １ 例 ） が 発生 しており 、 そのうち 死亡例 が ３ 例報告 されていま
 す 。

 日本紅斑熱 の 最近 の 患者数 （ 人 ）
令和６年は現時点の暫定値　（）死亡事例再掲

年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
全国 318 421 487 460 501  8 
静岡県 10(1) 8 8(1) 5 7(1) 1 



（２）　重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
感染経路は、SFTS ウイルスを 保有 するマダニに 咬 まれることが 中心 ですが 、 血液等 の 患者体液 との 接触 や 、 マダニに 咬 まれSFTS ウイル
 スに 感染 している 犬 や 猫 の 体液 から 感染 することも 報告 されています 。
マダニに咬まれてから、６日から14日の潜伏期間の後、発熱、消化器症状などが現れ、重症化した場合には死に至ることもあります。
 県内 では 令和 ３ 年以降 、 年間 ４ 〜 ６ 例 、 計13 例発生 しており 、 死亡例 はありません 。 本年 は 、 これまでに 発生 がありません 。

SFTS の 最近 の 患者数 （ 人 ）
令和６年は現時点の暫定値　（）死亡事例再掲

年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
全国 101 78 110 118 134 14 
静岡県 0 0 4 6 3 0 

４　県民の皆様へ

( １) マダニに 咬 まれないようにしましょう ！
特にマダニの活動が盛んな、 春 から 秋にかけて注意が必要です。
野山や草むら、畑などに入る場合は、耳を覆う帽子、首に巻くタオル、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、 肌 の 露出 を 少 なく
してください。
マダニ用に市販されている忌避剤はありますが、マダニの付着を完全に防ぐことはできませんので、他の防護手段と組み合わせて対策を
取りましょう。

( ２) 屋外活動後 は 、 マダニに 咬 まれていないか 確認 しましょう ！
マダニに咬まれた場合は、数日間、体調の変化に注意しましょう。
発熱・発疹の症状が見られたら、 早 めに 医療機関 を 受診し、マダニに咬まれた可能性があることを医師に伝えましょう。

( ３) ペットに 付着 して 、 マダニが 家 の 中 に 入 ってくることもあります ！
飼育している犬や猫にもダニ駆除剤を使用しましょう。
飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、咬まれたりなめられたりしないようにして、動物病院を受診し
て下さい。

( ４) 野生動物 との 接触 にも 注意 しましょう ！
野生動物にマダニが付着していることもあります。
野生動物はどのような病原体を保有しているか分かりません。野生動物との接触は避けてください。また、動物の死体等に接触すること
は控えましょう。
動物に触ったら必ず手を洗いましょう。



５　県内の日本紅斑熱の患者数（令和６年は現時点の暫定）
　本県では、平成12年以降、54名の患者が届出されており、うち７名が亡くなっています（表中の※の方）。

年次 全国
静岡県

（）内は死亡患者
数再掲

患者
性別・年代・住所地・発生月

平成12年
（2000年）

38 １ 1.男・60歳代・沼津市・9月

平成25年
（2013年）

175 １ 1.女・60歳代・伊豆の国市・7月

平成27年
（2015年）

215 ２(１)
1.男・60歳代・沼津市・8月
2.女・70歳代・伊豆の国市・6月※

平成28年
（2016年）

277 ２(１) 1.男・70歳代・伊東市・11月
2.女・70歳代・沼津市・5月※

平成29年
（2017年）

337 ６(２)

1.女・80歳代・熱海市・6月
2.男・50歳代・伊豆の国市・9月
3.女・70歳代・沼津市・9月※
4.男・70歳代・沼津市・9月
5.女・80歳代・沼津市・9月※
6.女・70歳代・沼津市・10月

平成30年
（2018年）

305 ３
1.男・50歳代・三島市・3月
2.男・70歳代・伊東市・8月
3.女・70歳代・伊東市・10月

令和元年
（2019年）

318 10（１）

1.男・70歳代・神奈川県湯河原町・5月
2.女・70歳代・熱海市・5月
3.女・50歳代・県西部地区・6月
4.女・70歳代・伊豆の国市・7月※
5.女・70歳代・熱海市・7月
6.女・40歳代・掛川市・9月
7.男・60歳代・熱海市・10月
8.女・70歳代・駿東郡清水町・10月
9.男・20歳代・伊東市・10月
10.女・70歳代・浜松市・11月

令和２年
（2020年）

421 ８

1.女・70歳代・熱海市・5月
2.男・50歳代・熱海市・5月
3.女・90歳代・熱海市・7月
4.女・90歳代・南伊豆町・7月
5.男・70歳代・県外・8月
6.男・70歳代・熱海市・9月
7.女・70歳代・湖西市・10月
8.女・80歳代・熱海市・10月

令和３年
（2021年）

487 ８（１）

1.女・70歳代・県外・5月
2.男・10歳代・沼津市・6月
3.女・80歳代・伊東市・7月※
4.女・30歳代・県外・8月
5.男・70歳代・県外・8月
6.男・60歳代・牧之原市・9月
7.男・40歳代・県外・10月
8.男・70歳代・伊東市・10月

令和４年
（2022年）

460 ５

1.男・20歳代・賀茂保健所管内・6月
2.女・70歳代・熱海保健所管内・6月
3.男・80歳代・熱海保健所管内・8月
4.女・70歳代・熱海保健所管内・8月
5.女・70歳代・熱海市・9月

令和５年
（2023年）

501 ７（１）

1.女・70歳代・静岡市・6月
2.女・70歳代・静岡市・6月
3.男・60歳代・熱海保健所管内・7月
4.男・30歳代・中部保健所管内・7月
5.男・50歳代・西部保健所管内・7月
6.女・70歳代・西部保健所管内・10月
7.女・70歳代・熱海保健所管内・10月※

令和６年
（2024年）

８ １ 1.女・60歳代・中部保健所管内・4月

参考：全国では1999年４月～2019年12月に報告された3,108例中44例の患者が届出時点で亡くなっている。



提 供 日 2024/04/22

タイトル 富士山静岡空港におけるゴールデンウィークの予約状
況

担　　当 スポーツ・文化観光部 空港振興局空港振興課

連 絡 先 小野、大澤

TEL 054-221-3166

 富士山静岡空港 におけるゴールデンウィークの 予約状況

１　要旨

富士山静岡空港発着の定期便を運航する航空会社から、ゴールデンウィーク(4/27から5/6まで)の予約状況の提供がありましたのでお知
らせします。(4/22現在)

２　予約状況

　(○:空席あり ▲:残りわずか ■:空席待ち受付中又は満席 ※各社基準による)

【国内線】

※5/1から5/6は５分早着
（予約案内）予約のお問合せについては、各航空会社に御連絡ください。
　・ＡＮＡ（ＮＨ）　　　　　電話：０５７０－０２９－２２２（国内線）
　・ＦＤＡ　　　　　　　　　電話：０５７０－５５－０４８９
　・ＪＡＬ（ＪＬ）　　　　　電話：０５７０－０２５－０７１（国内線）

【国際線】

　※台北線は欠航中



（予約案内）予約のお問合せについては、各航空会社に御連絡ください。
　・チェジュ航空（７Ｃ）　　電話：０５７０－００１－１３２
　・中国東方航空（ＭＵ）　　電話：０５４－６５２－１２１２
　・ＪＡＬ（ＪＬ）　　　　　電話：０５７０－０２５－０３１（国際線）



提 供 日 2024/04/22

タイトル 【取材依頼】黄金KAIDOプロジェクト　ラッピングバス
が運行します！

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光振興課

連 絡 先 観光振興班　杉山・市川

TEL 054-221-3734

【取材依頼】黄金KAIDOプロジェクト　ラッピングバスが運行します！

 新潟県、長野県、山梨県及び静岡県では、佐渡（新潟県）と土肥（静岡県）を結ぶ海路と高速道路のルートを新たに「黄金KAIDO」とネーミン
グし、四県の官民連携による誘客・周遊促進を図っています。
 この度、西伊豆エリアにおいて、黄金KAIDOプロジェクト仕様のフルラッピングを施した路線バスの運行が開始されます。先月、同プロジェク
トのシンボルとして装いを一新した「黄金の駿河湾フェリー」とともに、日常の運行（運航）を通じて、黄金KAIDOの知名度、認知度を地域全体
で高め、観光ルートとして定着化、ブランド化を推進してまいります。

＜運行概要＞
区　分 内　容

運行路線 東海バス　　松崎－修善寺駅（土肥港経由）
　※土肥港フェリーターミナル駅経由路線

運行期間 令和６年４月25日（木）～令和７年３月31日（月）　※予定
運行台数 ２台

＜ラッピングイメージ＞

＜取材案内＞
　以下のとおり、取材が可能です。

区　分 内　容
日　時 令和６年４月24日（水）14:00～16:00

場　所 東海バス　仁科車庫
（静岡県賀茂郡西伊豆町仁科405-1）

備　考 ラッピングバスの写真撮影が可能です。



提 供 日 2024/04/22

タイトル 令和６年度行政経営研究会を開催

担　　当 経営管理部 市町行財政課

連 絡 先 行政班

TEL 054-221-3184

新たな市町課題に機動的に対応！

令和６年度　行政経営研究会を開催

　市町とともに政策課題を検討する行政経営研究会を下記のとおり開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　日　時

　　令和６年４月25日（木）午後２時から２時30分まで（予定）

２　会　場

　　ウェブ会議（県庁所属の出席者は、県庁西館４階第１会議室C）

３　出席者

　　　　県 経営管理部次長、経営管理部参事（地域振興担当）、
各地域局長　他

　　　　市町 各市町総務又は企画担当部長　他

４　内　容

　　（１）　各テーマの令和５年度報告、令和６年度研究事項
　　　　　　(ファシリティマネジメントの推進、ＩＣＴの利活用、 公民連携・協働　等)

　　（２）　意見交換

【参考】行政経営研究会
　　平成26年４月、県全体の行政運営の効率化・最適化を目指し、連携を推進し、
　　　課題解決を図るため、県内全市町と県が連携して設置。
　　　これまで、県富士総合庁舎の一部の富士市への貸付や、
　　　県内市町における自治体クラウドの導入などを実現してきた。



提 供 日 2024/04/22

タイトル 令和６年度静岡県地域外交推進本部会議を開催

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 地域外交戦略班

TEL 054-221-3254

令和６年度静岡県地域外交推進本部会議を開催

１　要　旨

本県の地域外交戦略の総合的かつ効果的な推進を図るため、令和６年度「静岡県地域外交推進本部会議」を開催します。

今回の会議では、本県の地域外交事業に係る令和５年度の全体評価と令和６年度の方向性などについて協議します。

２　概　要

(1) 日　時　令和６年４月24日（水）　午後１時30分から２時30分まで

(2) 会　場　県庁別館９階第一特別会議室

(3) 出席者　
・森副知事、増井副知事、教育長、各部局長等
・矢野 弘典　一般社団法人ふじのくにづくり支援センター理事長
・三田 剛史　明治大学商学部専任教授
・菱山 聡　　外務省大臣官房総務課地方連携推進室長
・県海外駐在員事務所長　等
（オンラインによる参加者を含む）
　　　　　
(4) 内　容

　・令和５年度の全体評価と令和６年度の方向性
　・海外からの活力取り込みの推進と通商推進プロジェクトチームの活用
　・意見交換



提 供 日 2024/04/22

タイトル ベトナム・ラオカイ省訪問団が知事を表敬訪問します

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 地域外交戦略班

TEL 054-221-2309

ベトナム・ラオカイ省訪問団が
川勝知事を表敬訪問します

(要　旨)
ベトナム・ラオカイ省訪日団が、日本滞在中に本県を訪問し、知事を表敬訪問します。

(概　要)

日　時 　令和６年４月25日(木)　14:30～15:00　（30分間）

場　所 　県庁別館９階特別第一会議室

訪問者
　チン・スアン・チュオン　ラオカイ省人民委員会委員長
　ほか計19名

対応者 　川勝知事、松村地域外交担当部長　ほか

言語 　日・ベトナム語（通訳あり）



提 供 日 2024/04/23

タイトル 今年の夏も熱中症に注意！
～アラートが４月24日から運用開始されます！～

担　　当 健康福祉部　健康局健康増進課 くらし・環境部　環境

局環境政策課

連 絡 先 健康増進課健康増進班

TEL 054-221-2433

今年の夏も熱中症に注意！

～アラートが４月24日から運用開始されます！～

１　概要
　近年、熱中症による死亡者数が増加し熱中症に対する脅威が高まる中で、熱中症対策を強化するため、熱中症特別警戒アラー
トの新設等を盛り込んだ改正気候変動適応法が、令和６年４月１日に全面施行されました。
　静岡県内の状況として、令和４年度の静岡県における熱中症搬送者数が1,688人であるのに対し、令和５年度の静岡県における
熱中症搬送者数は2,162人と474人増加しています。
　熱中症搬送者数が増加傾向にある中、静岡県では、令和６年度においても、熱中症予防について広く周知することにより、熱中
症の発生を防止する取組を行います。
　また、環境省及び気象庁からアラートが発表された際には、県は市町と連携し、同報無線やSNS等を通じて、県民へ熱中症予防
行動を呼びかけます。

２　熱中症予防啓発ポスターの配布
　大塚製薬株式会社との包括連携協定に基づき、啓発ポスターを作成し、約2,800枚を、県内各施設に配付し、ポスターによる熱
中症予防啓発を行います。
（配布先：35市町、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、健康サポート薬局、関係
団体など）

３　熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートの運用開始
　令和６年４月２４日（水）から熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートの運用が開始されます。（運用終了は令和６年
１０月２３日（水）予定）
　熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表された際は、市町と連携し、同報無線やSNS等を通じて、県民へ熱中症予
防行動を呼びかけます。

※熱中症警戒アラート
・県内観測地点の いずれかの暑さ指数情報提供地点における、日最高暑さ指数（WBGT)が33に達すると予測される場合に発表され
る情報。
・予測対象日の前日１７時頃または当日５時頃に発表。
・気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に、熱中症の危険性に対する気づ
きを促す。
・令和５年度は、７月11日に初のアラートが発表され、９月５日までに計29回発表
されている。なお、令和３年度は７回、令和４年度は７回発表されている。

※熱中症特別警戒アラート（気候変動適応法の改正に伴い新設）
・県内観測地点の すべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数（WBGT)が35に達すると予測される場合に発表
される情報。
・予測対象日の前日午前10時頃の予測値を基に、前日午後２時頃発表。
・気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、すべての人が、自
助による個人の予防行動の実践に加えて、共助や公助により、予防行動の支援を行う。

【補足】
・暑さ指数（ＷＢＧＴ：Wet Bulb Globe Tempereature）：気温、湿度、日射量などから推定する熱中症予防の指数。
・県内観測地点：県内は、井川、御殿場、富士、三島、佐久間、川根本町、清水、網代、静岡、天竜、浜松、菊川牧之原、松崎、
稲取、磐田、御前崎、石廊崎の17地点。



暑さ指数について（環境省説明会資料から抜粋）



提 供 日 2024/04/23

タイトル 静岡県議会議員補欠選挙に係る立候補予定者説明会の
開催

担　　当 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

連 絡 先 書記　大場

TEL 054-221-2050

　令和6年5月26日執行予定の静岡県議会議員補欠選挙（静岡市清水区選挙区）に
係る立候補予定者説明会及び立候補届出書類事前審査を次のとおり開催します。

１　立候補予定者説明会
（１）日時
　　　令和6年5月2日（木）午前10時から12時まで

（２）場所
　　　県庁別館2階第一会議室

（３）次第　　
　　・選挙運動用自動車について　　　（ 静岡県警察本部 ）
　　・選挙郵便物について　　　　　　（日本郵便株式会社）
　　・候補者の日程等について　　　　（県選挙管理委員会）
　　・立候補の届出について　　　　　（　　　 〃　 　　）
　　・選挙運動及び各種届出について　（　　　 〃　 　　）
　　・選挙公報について　　　　　　　（　　　 〃　 　　）
　　・選挙公営について　　　　　　　（　　　 〃　 　　）
　　・選挙運動費用の収支報告について（　　　 〃　 　　）
　　・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動
　 　 及び確認団体の事務について　　（　　　 〃　　　 ）

２　立候補届出書類事前審査
（１）日時
　　　令和6年5月10日（金）午前10時から（予定）

（２）場所
　　　静岡市清水区役所　静岡市清水区選挙管理委員会事務局内
　　　（所在地：静岡市清水区旭町6-8）



提 供 日 2024/04/23

タイトル 地元の特産品を販売する「邑マルシェ」開催！
in トヨタカローラ静岡(株) 富士店

担　　当 経済産業部 富士農林事務所農村計画課

連 絡 先 農村計画班

TEL 0545-65-2201

【ふじのくに美しく品格のある邑（むら）づくり】
地元の特産品を販売する「邑(むら)マルシェ」開催！

in トヨタカローラ静岡(株)　富士店

１　要旨
　県と35市町で構成する「ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合」は、しずおか農山村サ
ポーター「むらサポ」の企業会員である「トヨタカローラ静岡(株)」と連携して、邑マルシェを
開催します。
　店舗を農産物や加工品の販売スペースとして提供することで県内農山村を支援したいという企
業様の御厚意によって実施するもので、今回は、トヨタカローラ静岡（株）富士店を会場に東部地域の
特産品を販売します。

２　概要
開催場所 トヨタカローラ静岡(株)　富士店（富士市津田231-1）
開催日時 令和６年４月28日（日）９：30～15：00（売り切れ次第終了）

出店 【富士市】
○大淵笹場
・大淵二丁目ささば景観保存会（煎茶、ほうじ茶、紅茶、ささば缶、ささば手ぬぐい）

【富士宮市】
○南条の里
・ふもとも農園（石焼き芋、季節の野菜、もち麦）
○五感で癒される湧水の里 いのかしら
・朝霧高原あおぞらピッツァ（薪窯焼きナポリピッツァ 全10種）

【御殿場市】
〇せせらぎ中清水
・中清水報徳婦人倶楽部（白菜キムチ、ねぎキムチ、季節の野菜） 

問合せ先 富士農林事務所　農村計画課　0545-65-2201

当日：トヨタカローラ静岡(株)　富士店　0545-51-1141

３　参考

■「ふじのくに美しく品格のある邑」とは？
　静岡県では、農業や美しい景観、地域に伝わる文化・伝統などの県民共有の財産
でもある地域資源を保全・活用し、次世代に継承する活動を行う集落等を「美しく
品格のある邑(むら)」として登録し、情報発信や知事顕彰を行っています。令和６
年３月末時点で154の地域が認定されています。

■しずおか農山村サポーター「むらサポ」とは？
　静岡県の農山村をみんなで守り、盛り上げていこうとするサポータークラブで、農山村地
域のイベント情報や旬な農産物、ボランティア募集等の様々な情報をメールマガジンや
フェイスブック等により県内外へ配信しています。「むらサポ」は平成28年４月１日に会員募
集を開始し、令和６年３月末時点で個人や企業を含めて5,571件の登録があります。

　



提 供 日 2024/04/23

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第21報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１） 紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３） ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月23日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者の新規の報告はありませんでした。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０) ０(０) ０（０）
患者数

累計 22（４） 13(２) 17(１) 　52（７）

* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

(https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html)
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/23

タイトル インフルエンザ施設別発生状況について【第135報】

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7272

記者提供資料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

発表日：令和６年４月23日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

タイトル：インフルエンザ施設別発生状況について【第135報】 　 　 　 　 　 　 　 　 　

担当：健康福祉部　感染症対策課 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

連絡先：ふじのくに感染症管理センター　055-928-7272 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

インフルエンザ施設別発生状況について【第135報（４月23日受付分）】 　

施　設　概　要 閉鎖等の措置をした学級の状況
番号

名　　　称 所　在　地 在籍者数 学級数 学級数 在籍者数 患者数 欠席者数
閉鎖等の期間

1 小学校 焼津市 321 13 1 22 8 7 4月19日
本日合計 １小学校 1 22 8 7

８５４施設
本日までの
累計（実数） （ ９８高等学校、　２１７中学校、　４２５小学校、　７０幼稚園、

１１保育所、　２２こども園、　１１特別支援学校　０高等専門学校）
4,831 138,930 43,976 40,810

　

＊在籍者数、患者数及び欠席者数は、閉鎖措置がとられる直前の数です。 　 　 　 　 　 　 　 　
＊患者数は、欠席者及び罹患登校者を含めて計上してあります。（したがって、欠席者数は患者数に再掲されて
います。） 　 　 　 　 　 　

＊初発・再発の別欄は、同じ学級で同一週に複数回学級閉鎖をした場合に再発と記入しています。 　 　 　 　 　 　 　
＊発生報告については、全国一律に令和５年９月４日から新しいシーズンとして集計・公表しています。 　 　 　 　 　 　 　
＊本報告は、インフルエンザ様疾患（「38 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状（鼻汁、鼻閉、咽頭痛又は咳のいず
れか１つ以上）」）を対象としています。 　

　 　 　 　 　
　　　ただし新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者は除きます。 　 　 　 　 　 　 　 　



提 供 日 2024/04/23

タイトル 「未来を切り拓くDream授業」の参加者を募集します！

担　　当 スポーツ・文化観光部 総合教育局総合教育課

連 絡 先 総合教育班

TEL 054-221-3764

「未来を切り拓くDream授業」の参加者を募集します！

中学１・２年生を対象に、「未来を切り拓くDream授業」を開催します。日常生活で触れる機会の少ない一流講師の講義やグルー
プディスカッションなど、中学生に自らの能力を更に伸ばすきっかけとなる場を提供します。

●開催日時　令和６年８月20日（火）～８月23日（金）（３泊４日）

●開催場所　静岡県立焼津青少年の家（焼津市石津2259-408）

●対　　象　県内の中学校１・２年30名（定員を上回る申込があった場合は抽選）

●参 加 費　無料

●内　　容　(1)各界を代表する講師による講義等
　　　　  　(2)グループディスカッション・発表

●募集期間　令和６年４月26日（金）～６月６日（木）16時（必着）

●応募方法　(1)県の電子申請サービスから氏名や住所などを入力する。
　　　　　　(2)指定の様式に作文を書いて、郵送等で提出する。
　　　　　　※詳細は募集要項等を御確認下さい。

●応 募 先　静岡県スポーツ・文化観光部総合教育局総合教育課
　問合せ先　（住　所）〒420-8601　静岡市葵区追手町９－６
　　　　　　（電　話）054-221-3764
　　　　　　（メール）sougouEDU@pref.shizuoka.lg.jp

●講師一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順、敬称略）

講師 役職等
渥美　万奈 ソフトボール元日本代表・東京オリンピック金メダリスト
木南　竜平 近畿大学水産研究所助教
櫛野　展正 アーツカウンシルしずおかチーフプログラム・ディレクター
高畑　幸 静岡県立大学国際関係学部教授
中西　利典 ふじのくに地球環境史ミュージアム教授

矢野　弘典 (一社)ふじのくにづくり支援センター理事長 
(公財)産業雇用安定センター会長

SPAC劇団員 県立劇団（演劇・舞台芸術）

mailto:sougouEDU@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/23

タイトル 能登半島地震の復旧・復興を支援するため、建築技術
職員を派遣します！

担　　当 くらし・環境部 建築住宅局住まいづくり課

連 絡 先 伊藤・水野

TEL 054-221-3399

能登半島地震で被災した石川県能登町に建築技術職員を派遣します。

　県では、石川県能登町からの要請に応え、能登半島地震の復旧・復興対策に従事する建築技術職員を中長期的に派遣します。
　５月１日からの派遣開始に当たり、４月25日に「壮行式」を開催します。

＜壮行式＞
１　日時：令和６年４月25日（木）15時～　（15分程度）

２　場所：県庁西館６階 くらし・環境部長室

３　内容：辞令交付、部長訓示

４　派遣職員
所　属 職　名 氏　名 派遣期間

建築住宅局 主　任 杉山　弘樹
令和６年５月１日～
令和７年３月31日

＜中長期的な派遣の概要＞
派遣先 業務内容 派遣要請期間

　能登町
　建設水道課

災害公営住宅設計業務及び施工管理、応
急復旧修理技術支援業務、災害査定業務

　令和６年５月１日～
　令和９年３月31日

（備　考）
・派遣職員は派遣先の職員に併任する。
・来年度以降の派遣職員は、今後の従事業務を踏まえ人選を進める。

（取材の御依頼）
壮行式当日、派遣職員へのインタビューも可能です。
取材を希望される場合は、15時前にくらし・環境部総務課（県庁西館６階）へお越しください。



提 供 日 2024/04/23

タイトル 石川県穴水町への応急対策職員派遣を終了します

担　　当 危機管理部 危機政策課

連 絡 先 危機専門官　石田

TEL 054-221-2996

石川県穴水町への応急対策職員派遣を終了します

１　要旨　
　本県が総括支援団体となっている、石川県穴水町への応急対策職員派遣につきましては、５月６日（月）をもって全て終了する
こととなりました。
　５月７日（火）に石川県の穴水町役場におきまして、終了のセレモニーが開催される予定です（詳細が決定次第報道提供予
定）。
　なお、能登半島地域の復旧・復興を引き続き支援するため、専門分野への技術的支援（短期的職員派遣）や、土木技術職員や林
業技術職員などの中長期的な職員派遣は継続して行ってまいります。

２　穴水町への応急対策職員派遣制度の枠組みによる支援（見込み）

区分 期間 人数(*)

災害マネジメント支援 １月３日から５月６日 76名( 83名)

住家被害認定調査等支援 １月７日から４月29日 135名(138名)

避難所運営支援 １月19日から５月６日 157名(163名)

り災証明の交付支援 １月21日から４月１日 28名( 28名)

計 － 396名(412名)

(*)人数は４月19日時点。カッコ内は終了時の見込み

＜参考＞被災地への派遣人数一覧

区分 所管 項目 支援内容 派遣先 人数(*) 状況

総括支援 災害マネジメント 穴水町 76名

対口支援
住家被害認定調査
避難所運営
り災証明の交付

穴水町 320名応急対策
職員派遣 総務省

小計 396名

今回終了短
期
的
派
遣

個別業務
職員派遣

各省庁
など

専門分野
への技術
的支援

緊急消防援助隊
広域緊急援助隊
DMAT　など

被災地
各市町

2,774名 必要に応
じて派遣

土木、林業 穴水町 ３名
中長期的

派遣
－ －

行政、土木、建築 石川県及び
被災地市町 11名

継続

(*)人数は４月19日時点



提 供 日 2024/04/24

タイトル 御前崎港視察会　参加者募集

担　　当 交通基盤部 港湾局港湾振興課

連 絡 先 ポートマーケティング推進班

TEL 054-221-3779

令和６年度「御前崎港視察会」参加者を募集中です
　
　御前崎港ポートセールス実行委員会（委員長：静岡県知事）では、御前崎港の一層の
利用促進と物流への理解を深めていただくことを目的として、「御前崎港視察会」を
開催します。
　現在、御前崎港の利用を検討している荷主企業様等を対象に参加者を募集中です。
　　　
　　　　

１　開催日時
　　令和６年５月28日(火)、６月11日(火)　11時～15時　※各回共に同一内容です

２　会場
　(1)説明会：御前崎地区センター（旧御前崎市文化会館）　（御前崎市白羽5404-1）
　(2)視察会：御前崎港内各所

３　募集人数
　　各回100名（御前崎港の利用を検討されている又は利用中の荷主・企業等担当者様）

４　内容
（1）説明会
　　・御前崎港の紹介
　　・コンテナ航路等利用助成
　　・御前崎港の通関業務
　　・定期航路サービス紹介
（2）視察
　バスで御前崎港国際コンテナターミナルを中心に港内を視察します。
　※天候等の状況により、内容を変更する場合があります。

５　申込方法・申込先
　　 ５ 月10 日 （ 金 ） までに 専用 サイトよりお 申込 みください 。
　　https://omaezakiportsales.com/
　　※希望者多数の場合、他の開催日への変更又はお断りする場合があります。

６　その他
　・参加費は無料です。
　・会場に駐車場のご用意があります。また、浜松駅・掛川駅からシャトルバスもあります。
　・ 御前崎港 の 利用 を 検討 されている 方 （ 又 は 利用中 ） 以外 の 方 の 申込 はご 遠慮 ください 。
　・本視察会への取材を希望される際は、取材希望日の前日までに御前崎港ポートセール
　　ス実行委員会（TEL：0548-63-2567）へお電話でご連絡ください。

７　本件に関するお問い合わせ
　　御前崎港ポートセールス実行委員会事務局（御前崎港管理事務所内）
　　　メール：omaezakiport@po.across.or.jp　　FAX：0548-63-2173
　　　TEL：0548-63-2567（担当：原田、中島）（平日 9時～17時）

【参考】昨年度開催時の風景
   　

　  

  
 

https://omaezakiportsales.com/
mailto:omaezakiport@po.across.or.jp


提 供 日 2024/04/24

タイトル 令和６年度ＩＣＯＩプロジェクト推進事業費補助金の
募集開始！

担　　当 経済産業部 産業革新局新産業集積課

連 絡 先 新産業集積第２班

TEL 054-221-2985

令和６年度ＩＣＯＩプロジェクト推進事業費補助金の募集開始！

１　要旨　
　静岡県では、温泉を活用した新たなヘルスケア産業を創出する「伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクト（ＩＣＯＩプロジェク
ト）」に取り組んでいます。
　今年度より、補助上限額を300万円に引上げた「特別枠」を新設し、伊豆地域において、温泉と食、スポーツ等を組み合わせた新たなヘル
スケアサービスの開発等に取り組む事業者の募集を、本日から開始しました。

２　補助概要
　■全体概要

名　称 伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクト推進事業費補助金

プロジェクト
推進地域

７市６町（沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、
東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町）

補助対象事業
プロジェクト推進地域における温泉と食、スポーツ等を組合せた、新たなヘルスケアに関するサービスの開発(調査・設計・製作・
実験等)や計画策定等の事業

補助対象者

(1)市町（プロジェクト推進地域に限る）
(2)県内に主たる事務所又は事業所を有する企業等
(3)プロジェクト推進地域の市町・企業等との協働により本事業を実施する企業等
(4)(1)又は(2)を含むコンソーシアム（特別枠のみ）

補助率 １／２以内

補助上限額/
採択予定件数

　＜通常枠＞１００万円　・・・　４件程度
　＜特別枠＞３００万円　・・・　６件程度

補助対象期間 補助金の交付決定の日から令和７年２月２８日まで

公募締切 令和６年６月20日（木）１７時必着
（持参又は郵送により提出してください。）

公募要領・様式
等の入手先

県新産業集積課ホームページからダウンロードしてください。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1053054

　■特別枠（新設：補助上限３００万円）の対象者及び対象事業

対象事業 実証事業で構築されたビジネスモデル
※

を活用した補助対象事
業

コンソーシアムを組成し、連携して実施する補助対象事業

対象者 補助対象者(1)～(3) 補助対象者(4)

　※詳細は県新産業集積課のホームページを御参照ください。
　　 https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1056327/1056362
　問い合わせ先
　　静岡県経済産業部 産業革新局 新産業集積課　新産業集積第２班

　ＴＥＬ：054-221-2985　e-mail：trc@pref.shizuoka.lg.jp

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1053054
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1056327/1056362
mailto:trc@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/24

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第22報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール        （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月24日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者の新規の報告はありませんでした。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０) ０(０) ０（０）
患者数

累計 22（４） 13(２) 17(１) 　52（７）

* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

 （https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html）

この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html）

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/24

タイトル 日本平夢テラスにおける電動カートの運行について

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光政策課

連 絡 先 施設班

TEL 054-221-2541

日本平夢テラスにおける電動カートの運行について

１　要　旨

日本平県有駐車場から日本平夢テラスへの急勾配なアクセス路に対する移動支援として、県はこれまで、電動カートの実証運行を実施し
てきました。実証運行により、電動カートの必要性と安全性が確認できたため、今年度から本運行を開始します。

２　概　要

（１）運行開始日

　・令和６年４月25日（木）

　　　※日本平夢テラスの休館日（第２火曜日）や荒天時を除き、毎日運行します。

（２）運行時間

　・午前10時から午後４時まで

（３）運行区間

　　・日本平駐車場と日本平夢テラス正面入口までの区間（約200ｍ）

（４）実施方法

　　・運行本数：１時間に６往復程度

　　・乗車人数：４人まで

　　・料金：乗客１人につき往復100円（寄附金として徴収）

（５）安全対策

　　・電動カートと歩行者を分離するための路面標示を行います。

　　・電動カートに警告灯や拡声器を設置し、歩行者への注意喚起を行います。

　　・電動カートは、周囲の歩行者と同程度の速度で運行します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　          

                        

                        
担当：スポーツ・文化観光部　観光交流局観光政策課



連絡先：久米、村井　TEL 054-221-2534



提 供 日 2024/04/24

タイトル 大阪府内のＪ３試合会場で静岡県をＰＲ（県外広報）

担　　当 知事直轄組織 大阪事務所

連 絡 先 ふじのくに領事館（大阪事務所）

TEL 06-6263-6120

※タイトルを訂正しました。（４月24日15：30訂正）

　４月28日に東大阪市で開催される2024明治安田Ｊ３リーグ『ＦＣ大阪』対『アスルクラロ沼津』の試合会場において静岡県ブースを出展し、県政にかか
る広報を実施することにより、本県に関する理解促進及び、今後、県内で実施されるスポーツイベント等を通じた交流促進を図ります。

１　日時・場所
(1) 日時　令和６年４月28日(日)12時からキックオフまでの３時間予定
　　　　　（ＦＣ大阪vsアスルクラロ沼津：15時キックオフ）
(2) 場所　東大阪市花園ラグビー場第１グラウンド（東大阪市松原南1-1-1）

２　実施内容
(1) 静岡県ブースでは、富士山や伊豆半島をはじめとする本県の観光ＰＲ等を実施します。

＜ポイント＞
・(公社)静岡県観光協会静岡県大阪観光営業所と連携し、関西地区のお客様に、より効果的に観光情報を提供します。
・沼津市及び周辺地域の観光スポットなどを紹介します。
・美しい花々の見頃を迎えた現在開催中の浜名湖花博への来場や、９月15日に開催されるアスルクラロ沼津vsＦＣ大阪戦をはじめ県内で開催されるＪリー
グ戦への観戦旅行など、県内への観光旅行の誘客を促進します。

(2) 静岡県の観光に関するアンケート調査を実施します。

３　報道機関の皆様へ
・当日の取材を御希望される場合は、株式会社Ｆ.Ｃ．大阪まで事前に取材申込みをお願いします。

※参考：スタジアム収容人数　約28,000人



提 供 日 2024/04/24

タイトル 国際交流基金"日本語パートナーズ"派遣事業静岡県推
薦プログラムによる派遣者が地域外交担当部長を表敬
訪問します

担　　当 知事直轄組織 地域外交局多文化共生課

連 絡 先 多文化共生班

TEL 054-221-3316

国際交流基金"日本語パートナーズ"派遣事業
静岡県推薦プログラムによる派遣者が地域外交担当部長を表敬訪問します

１　要　旨

　　独立行政法人国際交流基金が実施する“日本語パートナーズ”派遣事業の静岡県推薦プログラムのタイへの派遣者が地域外交担当部長

を表敬訪問します。併せて、昨年度の派遣者２人（タイ、インドネシア派遣者）が現地での活動を報告し、今年度の派遣予定者が派遣に先立

ち抱負を述べます。

２　概　要

(１) 日　時　令和６年４月26日（金）11:30～12:00

(２) 場　所　県庁別館９階特別第１会議室

(３) 訪問者　“日本語パートナーズ”静岡県推薦者令和５年度派遣帰国者　２人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 同令和６年度派遣予定者　１人

　　　　　　　 （独）国際交流基金　大谷　圭介　上級審議役　他

３　参　考

（１）“日本語パートナーズ”派遣事業とは

　　独立行政法人国際交流基金が実施する事業。アジアの中学・高校等で現地の日本語教師のアシスタントや文化交流を行う人材を派遣す

ることで、日本語教育を支援するとともに、派遣される人材自身が現地の言語や文化について学び、アジア諸国と日本との懸け橋になることを

目標としている。

（２）静岡県推薦プログラムとは

　　本県は平成28年３月、国際交流基金と「国際交流事業の相互連携に関する協定」を締結。この協定に基づき、「“日本語パートナーズ”派

遣事業」のうちの一部を静岡県枠とし、本県の推薦者が“日本語パートナーズ”として派遣されるプログラム。これまで（平成28年～令和５年）に

38人が派遣された。



提 供 日 2024/04/25

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第23報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１)紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月25日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に１人確認されました。上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０)  １(０)  １（０）
患者数

累計 22（４） 13(２) 18(１) 　53（７）

* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

    https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html 
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/25

タイトル 第４次静岡県健康増進計画（案）への意見を募集しま
す

担　　当 健康福祉部 健康局健康政策課

連 絡 先 健康企画班

TEL 054-221-2404

１　要旨
　本県では、1988年から県民の健康づくりを目指す「ふじさん運動」を展開していましたが、1999年に「しずおか健康創造２
１」、2001年に同アクションプラン、2011年に「ふじのくに健康増進計画」、2014年に「第３次ふじのくに健康増進計画」及び同
アクションプランを策定し、県民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上を目指して、県民運動として健康づくりの推進に取り組ん
できました。
　現計画が令和５（2023）年度で完了したことから、現在、県が推進する健康づくりの具体的取組と目標を盛り込み、2024～
2035年度の12年間を計画期間とする第４次静岡県健康増進計画を策定しています。
　このたび、とりまとめた最終案のうち、受動喫煙環境に関する目標値について、県民の皆様から広く御意見や御提案を募集しま
す。

２　閲覧方法
　静岡県ホームページに記載
　URL：http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu

３　募集期間
　令和６年４月26日（金）から令和６年５月13日（月）まで

４　応募方法
・郵送、ファクシミリ、電子メール又は直接持参のいずれかの方法で意見を提出してください（様式任意）。
・電話での御意見は御遠慮願います。
・頂いた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先（電話番号等）を明記してくださ
い。

５　提出先
・郵送又は持参の場合
　〒420－8601 静岡市葵区追手町９－６ 静岡県庁西館４階
　静岡県健康福祉部健康局健康政策課あて
・ファクシミリの場合
　054-221-3291
・電子メールの場合
　kenkouseisaku@pref.shizuoka.lg.jp

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu
mailto:kenkouseisaku@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/25

タイトル インフルエンザ施設別発生状況について【第136報】

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7272

記者提供資料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

発表日：令和６年４月25日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

タイトル：インフルエンザ施設別発生状況について【第136報】 　 　 　 　 　 　 　 　 　

担当：健康福祉部　感染症対策課 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

連絡先：ふじのくに感染症管理センター　055-928-7272 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

インフルエンザ施設別発生状況について【第136報（４月24日受付分）】 　

施　設　概　要 閉鎖等の措置をした学級の状況
番号

名　　　称 所　在　地 在籍者数 学級数 学級数 在籍者数 患者数 欠席者数
閉鎖等の期間

1 小学校 富士市 947 34 1 35 8 8 4月25日～ 4月
本日合計 １小学校 1 35 8 8

８５４施設
本日までの累

計（実数） （ ９８高等学校、　２１７中学校、　４２５小学校、　７０幼稚園、
１１保育所、　２２こども園、　１１特別支援学校　０高等専門学校）

4,832 138,965 43,984 40,818

＊在籍者数、患者数及び欠席者数は、閉鎖措置がとられる直前の数です。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
＊患者数は、欠席者及び罹患登校者を含めて計上してあります。（したがって、欠席者数は患者数に
再掲されています。） 　 　 　 　 　 　 　

＊初発・再発の別欄は、同じ学級で同一週に複数回学級閉鎖をした場合に再発と記入し
ています。 　 　 　 　 　 　 　 　
＊発生報告については、全国一律に令和５年９月４日から新しいシーズンとして集計・公
表しています。 　

　
　 　 　 　 　 　

＊本報告は、インフルエンザ様疾患（「38 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状（鼻汁、鼻閉、咽頭痛
又は咳のいずれか１つ以上）」）を対象としています。 　

　 　 　 　 　 　
　　　ただし新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者は除きます。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



提 供 日 2024/04/25

タイトル 【企業・団体・学校等へのお願い】ＨＰＶワクチン
キャッチアップ接種について、県の取組を参考に社
員・学生等の皆様への周知をお願いします。

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7273

【企業・団体・学校等へのお願い】

ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種について、

県の取組を参考に社員・学生等の皆様への周知をお願いします。

●子宮頸がんの予防のためのＨＰＶワクチンの個別の接種勧奨が差し控えられていた間（平成25年６月から令和３年度末まで）に接種の対象者だった方（平
成９年４月２日から平成20年４月１日の間に出生した女子）で３回の接種が完了していない方が、公費での無料接種（キャッチアップ接種）を受ける
ことができる期間は、令和４年度から令和６年度の３年間です。

●県は、キャッチアップ接種期間が残り１年となるにあたり、対象となる県職員230人に接種状況の調査及びワクチンについての情報提供を行いました。
★ 企業 、 団体 、 学校等 においても 、 このような 県 の 取組 を 参考 にしていただき 、 各企業 ・ 団体 ・ 学校等 に 所属 するキャッチアップ 接種 の 対象者
 へ 個別 に 必要 な 情報 が 届 くよう 周知 に 御協力 をお 願 いします 。

１　県の取組の紹介
　・キャッチアップ接種の対象となる県職員向けに接種状況調査・情報提供を行いました。
　＜調査期間＞令和６年３月７日から19日
　＜回答者数（回答率）＞149人（65％）
　＜結果の概要等＞（詳細は別添のとおり）
　・ＨＰＶをワクチンを知らない人の割合は19％、ＨＰＶワクチンを知っている人のうちキャッチアップ接種を知らない人の割合は34％となっており、県職員に
おいてもキャッチアップ接種の認知度は低かった。

　・ＨＰＶワクチンに関する詳細な情報提供を受けた後で接種を前向きに検討する人の割合は、ＨＰＶワクチンやキャッチアップ接種を知らなかった人
で71％となっており、知っていた人よりも割合が高かった。

　・キャッチアップ接種を知っている人で、接種をしていない理由としては、「副反応が心配だから」が44％で最も多く、次いで「接種する時間がないか
ら」が26％、「接種できる医療機関が分からないから」が11％等となっている。

　・アンケートの実施に加え、全職員が閲覧できる情報システム上の掲示板でＨＰＶワクチンやキャッチアップワクチンについての詳細な情報提供を
行った。

２　企業・団体・学校等へのお願い
　・１のような県の取組を参考にしていただき、各企業等において社員の皆様等へのキャッチアップ接種の周知に御協力をお願いします。
　・調査方法や情報提供の内容については、お気軽に県感染症対策課までお問い合わせください。

（参考）ＨＰＶワクチンの概要
　・ＨＰＶワクチン接種は、その安全性と有効性が認められており、子宮頸がんの１次予防方法として日本を含む多くの国で予防接種プログラムに導入されて

います。
　・ＨＰＶワクチンが子宮病変を予防する有効性は20歳頃に行う初回接種まではある程度保たれることが示されています。性交経験がある場合でもワクチン

の効果がなくなってしまうわけではありません。
　・日本ではＨＰＶワクチン接種率が諸外国と比べて著しく低い状態が続いているため、早急にＨＰＶワクチン接種を普及させることが強く求められています。
※子宮頸がん・ＨＰＶワクチンの詳細や、市町のキャッチアップ接種担当課などについては、以下の県感染症対策課ＨＰを参照してください。

　https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003071/1024283.html

enquete.pdfenquete.pdf

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003071/1024283.html


提 供 日 2024/04/25

タイトル 令和６年度静岡県障害を理由とする差別を解消するた
めの取組に関する表彰（知事褒賞）の表彰候補を募集
しています

担　　当 健康福祉部 障害者支援局障害者政策課

連 絡 先 障害者政策班

TEL 054-221-3599

　令和６年度静岡県障害を理由とする差別を解消するための取組
　　に関する表彰（知事褒賞）の表彰候補を募集しています！

　静岡県では、「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に基づき、条例の趣旨の沿った取組に対する表彰（知
事褒賞）の候補者推薦を募集します。なお、応募のあった取組については、選考委員会による審査を経て、秋頃に開催予定の「障
害を理由とする差別解消推進県民会議」（以下「県民会議」という。）において表彰式及び事例発表を行う予定です。

１　表彰の対象、基準等
　障害のある人及びその障害に対する理解を深めることにより、障害を理由とする差別を解消するための以下のいずれかの取組に
関し、特に顕著な功績が認められる県民、事業者及び団体
(1)　障害のある人及びその障害に対する県民の理解を深める取組
(2)　障害のある人とない人の交流の機会を拡大及び充実するための取組
(3)　障害のある人の意思疎通を支援する取組
(4)　障害のある人の安全かつ快適な行動を支援する取組
(5)　その他障害を理由とする差別を解消するための取組
＜取組例＞
・　障害に対する理解を深めるために研修会やシンポジウムの開催
・　障害のある人とない人が一緒に参加するイベント（スポーツ大会など）の開催
・　障害のある人が創作した芸術作品の発表機会の提供、旅行や宿泊などの
　　観光のサポートなど、障害のある人の社会参加を促進する取組　
・　障害のある人に配慮した施設（設備）の整備に対する取組
・　障害のある人への配慮のための社員研修の実施

２　応募手続き
(1)　応募手続き
　・自薦、推薦いずれも可とする。
　・他薦は「県民会議」を構成する団体または事業者による推薦のみとする。
(2)応募書類
　・推薦調書（指定様式）
　・取組内容が分かる資料（任意様式）
　・定款又はこれに準ずる規約等
(3)提出先（郵送、持参又はメールにより応募書類を提出）
　静岡県健康福祉部　障害者政策課　障害者政策班
　〒420-8601　静岡市葵区追手町９番６号（県庁西館２階）
　E-mail：shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
(4)提出期限
　令和６年５月22日（水）必着

３　推薦書、応募用紙の入手方法
　・静岡県のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/kyoseishakai/1002995/1023614 .html

mailto:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
http://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/kyoseishakai/1002995/1023614.html


提 供 日 2024/04/25

タイトル 令和６年度全職員参集訓練の実施結果

担　　当 危機管理部 危機対策課

連 絡 先 危機対策課長

TEL 054-221-3594

１　要　旨
　　新年度の人事異動等を踏まえ、県の災害対策本部の初動体制を確認するため、大規模地震が発生した場合を想定した県職員の
参集訓練を訓練日の予告なしに実施した（昭和56年度以降44回目、全職員を対象とした訓練は平成７年度以降29回目）。
　　今回の訓練では、30分以内の参集率は85.4％、60分以内の参集率は114.0％であり、初動体制に必要な人員を確保できてい
る。県では、今回の訓練の結果を検証し参集率の向上に努めていく。

２　概　要
　(1) 実施日時
　　　令和６年４月25日(木)午前６時45分～８時20分
　(2) 対象者
　　　県職員全員（7,310人）
　(3) 参集方法
　　　徒歩・自転車・バイクにより、各所属等へ参集
　(4) 主な訓練内容
　　ア　職員の参集（参集経路の確認）
　　イ　災害対策本部・方面本部の立上げ
　　ウ　ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）等による情報共有
　　エ　本部員会議の開催

３　動員結果
30分以内 60分以内

区分

要員
指名
数
A

参集目標人数
B(A*1/3)

参集人数
C

参
集
率
C/
B

参集目標人数
D(A*1/2)

参集人数累計
E

参
集
率
E/
D

県本部
（指令
部）

413 138 136
98
.6
%

208 264
12
6.
9%

方面本部
（指令
班）

367 123 87
70
.7
%

184 183
99
.5
%

県計 780 261 223
85
.4
%

392 447
11
4.
0%

※「要員指名数」Ａは、災害対応の長期化等を想定して指名した交替要員を含む人数
※「参集率」は、参集目標人数に対する参集人数の割合
※参集目標人数の考え方
　・「30分以内の参集目標人数」Ｂとして要員指名数Ａの1/3を設定
　・「60分以内の参集目標人数」Ｄは、交替要員を除いた実動要員数。要員指名数Ａの1/2を設定



提 供 日 2024/04/26

タイトル 野生イノシシの豚熱検査結果（4/19～4/25）

担　　当 経済産業部 農業局畜産振興課

連 絡 先 家畜衛生防疫班

TEL 054-221-2709

県内における豚熱の防疫対策に関する情報（第538報）

＜野生イノシシの豚熱検査結果（4/19～4/25）結果判明分＞

静岡県は、県内全域を対象に、死亡及び捕獲野生イノシシの豚熱遺伝子検査を実施しています。

新たに検査結果が判明したのは、下表の33頭で、うち１頭で豚熱ウイルスの感染を確認しました。

陽性は、24番目（597例目）です。

平成30年９月以降、14,930頭（死亡383頭、捕獲14,547頭）の検査を実施し、597頭の陽性（死亡170頭、捕獲427頭）を確認して

います。

＜次ページへ続く＞

＊過去の検査の情報は、静岡県ホームページに掲載しています。
（ホーム ＞ 産業・しごと ＞ 農業 ＞ 畜産業 ＞ 家畜衛生に関する情報）



提 供 日 2024/04/26

タイトル 「ふじのくに新商品セレクション2024」出品商品募集

担　　当 経済産業部 産業革新局マーケティング課

連 絡 先 食の魅力創造班

TEL 054-221-3713

「ふじのくに新商品セレクション2024」出品商品を募集します
～受賞商品の県内外への販路拡大を支援します!～

１　趣旨
　県産農林水産物の魅力を活かした商品を県が表彰する「ふじのくに新商品セレクション2024」の出品商品を募集します。
　受賞商品の県内外への販路拡大を支援し、皆様の新たなチャレンジを応援します。

２　主な出品条件
・原材料に県産農林水産物を使用し、商品化後２年以内の加工品
・県内に住所又は主たる事務所を有する者
※食品以外の商品も対象

３　応募期限　　
　令和６年４月26日（金）～６月25日（火）必着

４　応募方法
　出品票に必要事項を記入の上、補足資料を添付し、メール等により静岡県経済産業部マーケティング課に提出

５　開催要領・出品票　　　
　静岡県のホームページからダウンロードできます。（URLは以下のとおり）　
　https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/shokunomiyako/1025546.html

６　審査会
　令和６年10月８日（火）予定

７　表彰
　最高金賞１点、金賞10点程度

８　主な受賞特典
項　目 内　容
販売機会の提供 ・静岡県商工会連合会の「商工会チャレンジショップ　アレモキッチン/コレモストア」等における、受賞商品の販売
商談機会の提供 ・「バイ・シズオカ　オンラインカタログ」でのオンライン商談会

・県が主催するマッチング交流会における静岡大型店・スーパーマーケット連絡会（事務局：静岡商工会議所）会員との商談
相談機会の提
供

・販路開拓等に関する専門家等との相談

その他 ・翌年度に開催される全国大会「優良ふるさと食品中央コンクール」への推薦（最高金賞又は食品の最高位受賞商品）

９　問合せ先・提出先
　静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課
　〒420-8601　静岡市葵区追手町9-6　
　電話　054-221-3713、FAX 054-221-2698、E-mail：marke@pref.shizuoka.lg.jp　

　

参考写真：令和5年度最高金賞　100%恋蜜ジュース

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/shokunomiyako/1025546.html
mailto:marke@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/26

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第24報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月26日09:00時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者が新規に５人確認されました。上記（１）紅麹コレステヘルプを使用しています。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規  ４（０） ０(０)  １(０)  ５（０）
患者数

累計 26（４） 13(２) 19(１) 　58（７）

* 健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html

この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

　　　 浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/04/26

タイトル マダニに咬まれないように注意しましょう！（「日本
紅斑熱」患者が確認されました）

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 ふじのくに感染症管理センター

TEL 055-928-7220

－危機管理情報－
マダニに咬まれないように注意しましょう！

～今年県内２例目の「日本紅斑熱」患者が確認されました～
１　要旨

　県内で今年２例目の日本紅斑熱患者が確認されました。野外でのマダニ対策を十分行うようお願いします。　

２　患者概要
　　中部保健所管内在住の50歳代女性
＜経緯＞
　４月16日頃から発熱、頭痛、全身倦怠感、４月19日から発疹の症状
　４月20日　中部保健所管内の医療機関を受診
　４月22日　症状が改善しないため、中部保健所管内の別の医療機関を受診、入院

マダニに咬まれた直後は自覚なし、左足のふくらはぎにマダニの刺し口あり、広範囲の発疹があり、マダニが媒介する感染症の疑い　
→　県環境衛生科学研究所で検査を実施

　４月24日　日本紅斑熱の病原体遺伝子が検出→「日本紅斑熱」確認
　　

　畑で作業を行っていたことから、作業中に、日本紅斑熱の病原体を保有するマダニに咬まれたことにより感染したと推定されます。
なお、患者は現在も入院中ですが、すでに快方に向かっています。

　

３　マダニが媒介する主な感染症

（１）　日本紅斑熱
日本紅斑熱リケッチアという病原体を保有する マダニに 咬 まれることで 感染 し 、 人 から 人 へ 感染 して 広 がるものではありません 。
マダニに咬まれてから、２日から８日の潜伏期間の後、高熱、発疹が現れ、重症化した場合には、死に至ることもあります。
 県内 では 、 過去 ５ 年 で 、 年間 ５ 〜10 例 、 今回報告例 を 含 め40 例 （ 本年 ２ 例 ） が 発生 しており 、 そのうち 死亡例 が ３ 例報告 されていま
 す 。

 日本紅斑熱 の 最近 の 患者数 （ 人 ）
令和６年は現時点の暫定値　（）死亡事例再掲

年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
全国 318 421 487 460 501  11 
静岡県 10(1) 8 8(1) 5 7(1) 2 



（２）　重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
感染経路は、SFTS ウイルスを 保有 するマダニに 咬 まれることが 中心 ですが 、 血液等 の 患者体液 との 接触 や 、 マダニに 咬 まれSFTS ウイル
 スに 感染 している 犬 や 猫 の 体液 から 感染 することも 報告 されています 。
マダニに咬まれてから、６日から14日の潜伏期間の後、発熱、消化器症状などが現れ、重症化した場合には死に至ることもあります。
 県内 では 令和 ３ 年以降 、 年間 ４ 〜 ６ 例 、 計13 例発生 しており 、 死亡例 はありません 。 本年 は 、 これまでに 発生 がありません 。

SFTS の 最近 の 患者数 （ 人 ）
令和６年は現時点の暫定値　（）死亡事例再掲

年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
全国 101 78 110 118 134 20 
静岡県 0 0 4 6 3 0 

４　県民の皆様へ

( １) マダニに 咬 まれないようにしましょう ！
特にマダニの活動が盛んな、 春 から 秋にかけて注意が必要です。
野山や草むら、畑などに入る場合は、耳を覆う帽子、首に巻くタオル、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、 肌 の 露出 を 少 なく
してください。
マダニ用に市販されている忌避剤はありますが、マダニの付着を完全に防ぐことはできませんので、他の防護手段と組み合わせて対策を
取りましょう。

( ２) 屋外活動後 は 、 マダニに 咬 まれていないか 確認 しましょう ！
マダニに咬まれた場合は、数日間、体調の変化に注意しましょう。
発熱・発疹の症状が見られたら、 早 めに 医療機関 を 受診し、マダニに咬まれた可能性があることを医師に伝えましょう。

( ３) ペットに 付着 して 、 マダニが 家 の 中 に 入 ってくることもあります ！
飼育している犬や猫にもダニ駆除剤を使用しましょう。
飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、咬まれたりなめられたりしないようにして、動物病院を受診し
て下さい。

( ４) 野生動物 との 接触 にも 注意 しましょう ！
野生動物にマダニが付着していることもあります。
野生動物はどのような病原体を保有しているか分かりません。野生動物との接触は避けてください。また、動物の死体等に接触すること
は控えましょう。
動物に触ったら必ず手を洗いましょう。



５　県内の日本紅斑熱の患者数（令和６年は現時点の暫定）
　本県では、平成12年以降、54名の患者が届出されており、うち７名が亡くなっています（表中の※の方）。

年次 全国
静岡県

（）内は死亡患者
数再掲

患者
性別・年代・住所地・発生月

平成12年
（2000年）

38 １ 1.男・60歳代・沼津市・9月

平成25年
（2013年）

175 １ 1.女・60歳代・伊豆の国市・7月

平成27年
（2015年）

215 ２(１)
1.男・60歳代・沼津市・8月
2.女・70歳代・伊豆の国市・6月※

平成28年
（2016年）

277 ２(１) 1.男・70歳代・伊東市・11月
2.女・70歳代・沼津市・5月※

平成29年
（2017年）

337 ６(２)

1.女・80歳代・熱海市・6月
2.男・50歳代・伊豆の国市・9月
3.女・70歳代・沼津市・9月※
4.男・70歳代・沼津市・9月
5.女・80歳代・沼津市・9月※
6.女・70歳代・沼津市・10月

平成30年
（2018年）

305 ３
1.男・50歳代・三島市・3月
2.男・70歳代・伊東市・8月
3.女・70歳代・伊東市・10月

令和元年
（2019年）

318 10（１）

1.男・70歳代・神奈川県湯河原町・5月
2.女・70歳代・熱海市・5月
3.女・50歳代・県西部地区・6月
4.女・70歳代・伊豆の国市・7月※
5.女・70歳代・熱海市・7月
6.女・40歳代・掛川市・9月
7.男・60歳代・熱海市・10月
8.女・70歳代・駿東郡清水町・10月
9.男・20歳代・伊東市・10月
10.女・70歳代・浜松市・11月

令和２年
（2020年）

421 ８

1.女・70歳代・熱海市・5月
2.男・50歳代・熱海市・5月
3.女・90歳代・熱海市・7月
4.女・90歳代・南伊豆町・7月
5.男・70歳代・県外・8月
6.男・70歳代・熱海市・9月
7.女・70歳代・湖西市・10月
8.女・80歳代・熱海市・10月

令和３年
（2021年）

487 ８（１）

1.女・70歳代・県外・5月
2.男・10歳代・沼津市・6月
3.女・80歳代・伊東市・7月※
4.女・30歳代・県外・8月
5.男・70歳代・県外・8月
6.男・60歳代・牧之原市・9月
7.男・40歳代・県外・10月
8.男・70歳代・伊東市・10月

令和４年
（2022年）

460 ５

1.男・20歳代・賀茂保健所管内・6月
2.女・70歳代・熱海保健所管内・6月
3.男・80歳代・熱海保健所管内・8月
4.女・70歳代・熱海保健所管内・8月
5.女・70歳代・熱海市・9月

令和５年
（2023年）

501 ７（１）

1.女・70歳代・静岡市・6月
2.女・70歳代・静岡市・6月
3.男・60歳代・熱海保健所管内・7月
4.男・30歳代・中部保健所管内・7月
5.男・50歳代・西部保健所管内・7月
6.女・70歳代・西部保健所管内・10月
7.女・70歳代・熱海保健所管内・10月※

令和６年
（2024年）

11 ２
1.女・60歳代・中部保健所管内・4月
2.女・50歳代・中部保健所管内・4月

参考：全国では1999年４月～2019年12月に報告された3,108例中44例の患者が届出時点で亡くなっている。



提 供 日 2024/04/26

タイトル 「看護の日・看護週間」記念行事

担　　当 健康福祉部 医療局地域医療課

連 絡 先 看護師確保班

TEL 054-221-2407

　　　　「みんなの健康、看護でささえます」
　 ５月11日（土）2024年静岡県「看護の日・看護週間」記念行事　開催のおしらせ

　県と県看護協会では、県民の看護についての理解を深めること等を目的として、次のとおり「看護の日・看護週間」記念行事を
開催します。

◇テーマ　　　みんなの健康、看護でささえます

◇日　時　　　令和６年５月11日（土）　午前10時から午後３時まで

◇会　場　　　サントムーン柿田川　１Ｆ正面セントラルコート
　　　　　　　（駿東郡清水町玉川61-2）

◇内　容　　　・健康チェック：体組成（水分や筋肉、体脂肪等の測定）、
　　　　　　　　　　　　　　　ベジチェック（推定野菜摂取量測定）
　　　　　　　・情報提供・相談：救急蘇生法、お口のケア、フレイル・転倒予防
　　　　　　　・ちびっこナースになって記念撮影会
　　　　　　　・赤ちゃん抱っこ体験、バルーンアートプレゼント
　　　　　　　・進路相談・就職相談　等

◇入場料　　　無料

◇主　催　　　静岡県、公益社団法人静岡県看護協会

◇問合先　　　地域医療課看護師確保班　電話　054－221－2407

＜参考＞
・「看護の日」　５月12日（フローレンス・ナイチンゲールの誕生日）
・「看護週間」　「看護の日」を含む７日間（今年度は5/12（日）～5/18（土））



提 供 日 2024/04/26

タイトル ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）の結
果

担　　当 健康福祉部 福祉長寿局地域福祉課

連 絡 先 生活保護班

TEL 054-221-3501

１　ホームレス調査結果概要
  　令和６年４月26日に厚生労働省が発表した「ホームレスの実態に関する全国調査

(概数調査)」の結果、県内のホームレス数は35人となり、昨年から12人減少した。

＜県内ホームレスの起居別場所・性別の状況＞  　 　　　　　  　　（単位：人(％)）

起居別場所
調査
年月 性別

都市公園 河川 道路 駅舎
その他施設
(海岸等) 計

全国
総数

本県
順位

男性 4 11 2 0 13 30

女性 0 0 1 0 2 3

不明 0 0 1 0 1 2

合計 4(11.4) 11(31.5) 4(11.4) 0(0.0) 16(45.7) 35(100.0) 2,820 12

R6.1

全国 711(25.2) 638(22.6) 672(23.8) 174(6.2) 625(22.2) 2,820(100.0)

男性 7 16 3 0 15 41

女性 0 1 0 0 2 3

不明 0 2 0 0 1 3

合計 7(14.9) 19(40.4) 3(6.4) 0(0.0) 18(38.3) 47(100.0) 3,065 12

R5.1

全国 771(25.2) 719(23.5) 678(22.1) 190(6.2) 707(23.1) 3,065(100.0)

男性 6 17 4 0 15 42

女性 0 1 1 1 2 5

不明 1 1 0 0 0 2
R4.1

合計 7 19 5 1 17 49 3,448 12

男性 6 17 6 1 12 42

女性 0 0 0 2 0 2

不明 1 2 0 0 2 5
R3.1

合計 7 19 6 3 14 49 3,824 12

男性 7 19 1 0 17 44

女性 0 1 0 2 0 3

不明 1 4 8 0 2 15
R2.1

合計 8 24 9 2 19 62 3,992 10

２　市町別の状況＜ホームレスの多い県内の市町（上位６市）＞　　　（単位：人(％））　
調査年月 浜松市 富士市 沼津市 静岡市 袋井市 熱海市 その他 計

R6.1 15(42.8) 6(17.1) 5(14.3) 5(14.3) 3(8.6) 1(2.9) 0(0.0) 35(100.0)

R5.1 17(36.2) 8(17.0) 7(14.9) 6(12.7) 2(4.3) 2(4.3) 5(10.6) 47(100.0)

３　取組状況
　　ホームレスの自立を促進するため、生活困窮者自立支援制度による支援（自立相談支援事業、住居確保給付金、一時生活支援事業等）

を行っている。



発 表 日 2024/04/26

タイトル 令和５年度及び令和６年３月の富士山静岡空港利用状
況

担　　当 スポーツ・文化観光部 空港振興局空港振興課　　　　

富士山静岡空港株式会社

連 絡 先 空港振興課　小野、大澤

TEL 054-221-3166

富士山静岡空港の令和５年度の搭乗者数は512,811人。

前年度から160,697人増加し、回復基調が続いている。

１　富士山静岡空港の令和５年度(令和５年４月～令和６年３月)の累計搭乗者数、
  搭乗率等（航空会社からの情報提供の集計）

路線 提供座席数（席） 搭乗者数（人） 搭乗率（％）
札幌地区 164,702 112,433 68.3
　新千歳線 131,142 85,981 65.6
　　うちANA 55,610 31,603 56.8
　　うちFDA 75,532 54,378 72.0
　丘珠線 33,560 26,452 78.8
出雲線 43,392 33,842 78.0
福岡線 227,092 151,787 66.8
熊本線 46,008 26,616 57.9
鹿児島線 59,484 42,111 70.8
沖縄線 53,950 34,291 63.6
チャーター便 7,056 4,736 67.1

国内線計 601,684 405,816 67.4
ソウル線 106,974 90,946 85.0
上海線 14,592 6,472 44.4
国際線チャーター便 10,590 9,577 90.4

国際線計 132,156 106,995 81.0
合計 733,840 512,811 69.9

※欠航便、ダイバート便（他空港への降客）、引き返し便を除く。

２　富士山静岡空港の令和５年度(令和５年４月～令和６年３月)の就航状況(累計)
区　　分 国　内 国　際 合　計

就航予定便数（便）　a  6,754 745 7,499 
就航便数（便）　　　b  6,674 725  7,399 
就 航 率（％）   (b/a) 98.8 97.3 98.7 

３　富士山静岡空港の令和６年３月の搭乗者数、搭乗率等
（航空会社からの情報提供の集計）

路線 提供座席数（席） 搭乗者数（人） 搭乗率（％）
札幌地区 20,252 11,285 55.7
　新千歳線 20,084 11,179 55.7
　　うちANA 9,960 4,544 45.6
　　うちFDA 10,124 6,635 65.5
　丘珠線 168 106 63.1
出雲線 168 80 47.6
福岡線 20,000 14,704 73.5
熊本線 0 0 -
鹿児島線 4,904 3,928 80.1
沖縄線 9,960 6,827 68.5
チャーター便 1,176 793 67.4

国内線計 56,460 37,617 66.6
ソウル線 11,718 10,483 89.5
上海線 3,120 1,711 54.8
国際線チャーター便 4,748 4,270 89.9

国際線計 19,586 16,464 84.1
合計 76,046 54,081 71.1

※欠航便、ダイバート便（他空港への降客）、引き返し便を除く。

４　富士山静岡空港の令和６年３月の就航状況
区　　分 国　内 国　際 合　計

就航予定便数（便）　a 572 116  688
就航便数（便）　　　b 570 112  682 
就 航 率（％）   (b/a) 99.7 96.6 99.1 





提 供 日 2024/04/26

タイトル 令和6年度クールビズ開始

担　　当 くらし・環境部 環境局環境政策課

連 絡 先 地球環境班

TEL 054-221-2208

 クールビズを大型連休後の５月７日(火)から開始します

　静岡県では、地球温暖化対策の一環として従来からクールビズ（夏季における軽装化）に取り組んできました。

　令和６年度は下記のとおり取り組みます。

　県民の皆様、来庁される皆様の御理解と御協力をお願いします。

記

１　取組内容

 庁舎内での軽装勤務の実施

　（例えば、ノーネクタイ、ノー上着など）

・　県民の来庁時の接遇その他の執務時

・　知事、副知事及び部（局）長室などへの入室

・　幹部職員会議など庁内の会議

※　ただし、式典、賓客対応などの公式な行事において特に必要な場合には上着やネクタイを着用するなど、業務に応じて相

手方に対し失礼のない対応を心掛けます。

２　励行期間

 令和６年５月７日(火)から10月31日(木)まで

※　５月や10月は気温が低い日もあるので、体調や気候に合わせて各自が判断して取り組みます。

【問合せ先】

経営管理部人事課人事班（電話　054-221-2016）

くらし・環境部環境局環境政策課地球環境班（電話　054-221-2208）



提 供 日 2024/04/26

タイトル ～交通安全にトライ～静岡ブルーレヴズのホスト
ゲーム会場で交通安全啓発活動を行います！

担　　当 くらし・環境部 県民生活局くらし交通安全課

連 絡 先 交通安全班

TEL 054-221-2549

～交通安全にトライ～
静岡ブルーレヴズのホストゲーム会場で

交通安全の啓発活動を行います！
　静岡県交通安全対策協議会（会長：知事）は、５月５日（日）に行われる静岡ブルーレヴズのホストゲーム会場にて、下記のと
おり交通安全啓発活動を実施します。

１　実施日時
　　令和６年５月５日（日）午前１１時から午後２時頃まで

２　実施場所
　　ヤマハスタジアム（磐田市新貝２５００番地）

３　参加者（予定）
　・　静岡県くらし交通安全課
　・　磐田警察署
　・　交通安全協会磐田地区支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　約１０人

４　活動内容（広報啓発ブースの内容）
　・　反射材、チラシ等の配布
　・　パトカー、白バイの展示

５　その他
（１）活動状況により、予定より早く終了する場合があります。
（２）小雨決行とします。
（３）当日取材を希望される場合は、４月２９日（月）までに、下記担当者までお問い合わせください。

　　　【問合せ先】
　　　　静岡ブルーレヴズ株式会社
　　　　担当：地域連携事業部　地域推進ユニット　田邊様
　　　　電話　０５３８－３２－０２０６



提 供 日 2024/04/26

タイトル ５月は消費者月間です！

担　　当 くらし・環境部 県民生活局県民生活課

連 絡 先 消費者支援班

TEL 054-221-2175

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　５⽉は消費者⽉間です︕　　

〜デジタル社会の進展に伴う消費者トラブルを未然に防⽌するため、県内各地で街頭キャンペーン等を⾏います〜

県では、消費者トラブル未然防止のため、県内各地で市町・警察・消費者団体等と連携した街頭キャンペーン等を行います。
　※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年５月に施行されたことから、施行20周年を機に、毎年５月を「消費者月間」として

います。

１　令和６年度消費者月間統一テーマ

「デジタル時代に求められる消費者力とは」

社会のデジタル化が進むなかで、SNS等による情報収集やオンライン消費の普及により、私たちのくらしはますます便利になっています。一

方でデジタル化に伴う消費者トラブルも多様化しており、デジタル社会で生きる幅広い世代の消費者にとって、注意が必要となっています。

自立した消費者として、デジタル社会の恩恵を享受した快適な消費生活を営むためには、デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、情

報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力をアップデートし続けることが重要です。

２　実施内容

　駅前やスーパーマーケットの店頭等で啓発リーフレットやポケットティッシュ等を配布するとともに、市役所庁舎等でパネル展示を行い、デ

ジタル化に伴う消費者トラブルや、悪質商法への注意喚起を図ります。

※ 取材の際には、事前に記載の連絡先まで御連絡ください

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　＜街頭キャンペーンR5の様子　（JR静岡駅）＞
　　

R6poster.pdfR6poster.pdf



提 供 日 2024/04/26

タイトル 【第35報】令和６年能登半島地震への本県の支援（４
月26日現在）

担　　当 危機管理部 危機政策課

連 絡 先 危機報道官

TEL 054-221-2316

令和６年能登半島地震により被災した地域への支援の概要は添付のとおりです。



提 供 日 2024/04/26

タイトル 「津波避難施設の滞在機能の向上」に向けた取組

担　　当 危機管理部 危機政策課

連 絡 先 政策班　川口

TEL 054-221-2456

（要旨）

津波避難者の健康を維持することを目的とした「津波避難施設の滞在機能の向上」に向けた取組提案集を作成しました。

１　目的

　静岡県内の既存の津波避難施設の多くは、平成23年の東日本大震災を契機に、津波からの避難を目的として整備されてきました
が、現状ではその大半が、階段や手すり等の避難においての最小限の設備だけが具備される避難施設となっています。
　一方で、大津波警報や津波警報が発表されると、その解除までに１日以上継続することが想定され、その間、避難者が健康を維
持できるよう、避難時の雨風や直射日光、トイレ等の対策が必要不可欠となります。
　このため、各津波避難施設の管理者が既存の津波避難施設の滞在機能（防雨、防風、日よけ、トイレ等）の更なる向上を図るた
めの一助として、県内外の津波避難施設の事例を参考に、有効な取組方策をまとめた取組提案集を作成しました。

２　内容

・各課題に応じた対策として、機能向上となる具体的な設備を提案

・法的な制約として建築基準法上の取扱いを設備毎に記載

対策 提案設備
雨、風、日差し対策 屋根・壁、雨よけ、テント、ステージ、日よけ

トイレ コンテナトイレ、簡易トイレ、携帯トイレ
倉庫 コンテナ型、物置、ボックス型

その他 通信設備、照明・誘導灯等

３　今後

　各津波避難施設の管理者（市町）が本提案集を参考とし、既存施設等の滞在機能の向上を図ります。
　県は、地震・津波対策等減災交付金による財政的な支援を継続して行うことにより、技術・財政の両面から市町を支援していき
ます。

県ＨＰ：https://www.pref.shizuoka.jp//bosaikinkyu/sonae/earthquake/1062364.html

　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　取組提案集　　　　　２次元コードから閲覧できます

https://www.pref.shizuoka.jp//bosaikinkyu/sonae/earthquake/1062364.html


提 供 日 2024/04/26

タイトル 静岡県台湾事務所が嘉義高級工業職業学校で教育旅行
セミナー実施

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 054-221-3066

TEL 010-886-2-2508-1515

静岡県台湾事務所（以下「当事務所」）が、４月17日（水）、台湾国立嘉義高級工業職業学校（以下「同校」）で、静岡県の観光情報や教育
旅行関連情報を紹介する２時間のセミナーを地域の教員の皆様を対象に行いました。

本セミナーは同校から当事務所への依頼で実現しました。同校は、台湾教育部が高校以下の学校の国際教育交流を強化するために立ち
上げた「高級中等以下学校国際教育交流連盟」において嘉義市周辺地域（嘉義市・嘉義県・雲林県）の幹事校を務めています。今回のセミ
ナーは、同地域における国際教育交流を推進するために同校が企画し、同地域から22名の教員がセミナーに参加しました。参加者は、当事
務所のスタッフによる「静岡県の観光情報」「イベント（浜名湖花博2024等）開催情報」「静岡県における教育旅行の受入状況」「教育旅行にお
いて留意すべきこと」などの説明に、熱心に聞き入っていました。

今回のセミナーには小中学校の教員が多数参加しており、参加者からは「小中学生を日本へ教育旅行に連れて行く場合、どのような点に
留意すべきか」「ホームステイは交流校の生徒の家で行うのか」などの質問がありました。台湾の国際教育交流が、これまで主流だった高校生
だけでなく小中学生にも拡大してきていることや、ホームステイが人気のコンテンツであることなどを、セミナーを通じて実感することができまし
た。

参加者からは、今年は既に日本の他地域への渡航が決まっているが、来年以降、ぜひ静岡への渡航を検討したいという声も聞かれまし
た。

当事務所では今後も、台湾各地において、静岡県の魅力発信および教育旅行の受入拡大のための各種情報発信を行ってまいります。

●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」https://www.facebook.com/shizuokaken

https://www.facebook.com/shizuokaken


提 供 日 2024/04/30

タイトル 高校生が自衛隊員から救護実技を学びます

担　　当 教育委員会 沼津城北高等学校

連 絡 先 教頭　吉村　順

TEL 055-921-0344

高校生が自衛隊員から救護実技を学びます

～自衛隊と連携した救護実技訓練に沼津城北高校、　　　　
　　　　沼津特別支援学校愛鷹分校の生徒が参加します～

　陸上自衛隊板妻駐屯地の自衛隊員によるご指導のもと、「背負い搬送」「２人吊り上げ搬送」など、患者搬送実技訓練講習を行
う予定です。
　３人１組でグループを組み、グループの中でローテーションさせることで、高校生全員が実技訓練に参加できるようにし、予想
される地震災害などですぐに役立つ救護について高校生が学びます。

１　開催日時
　　令和６年５月２日（木）午後２時45分から４時05分まで

２　会　場
　　静岡県立沼津城北高等学校　体育館
　　（沼津市岡一色875）

３　内　容
　・南海トラフ地震に対する防災教育（30分）
　・救護実技訓練（50分）

４　講　師
　　陸上自衛隊板妻駐屯地第34普通科連隊第５中隊を中心とする自衛隊員　約15名

５　参加者
　　生徒　計328名参加予定
　　・沼津城北高等学校　全校生徒283名
　　・沼津特別支援学校愛鷹分校　生徒45名

６　お問合せ先
　　静岡県立沼津城北高等学校
　　担　当　教頭　吉村　順
　　電　話　055-921-0344
　　メール  numazujohoku-h@edu.pref.shizuoka.jp

「有徳の人づくり」を進めています。
静  岡  県  教  育  委  員  会　

mailto:numazujohoku-h@edu.pref.shizuoka.jp


提 供 日 2024/04/30

タイトル 建設業者に対する監督処分

担　　当 交通基盤部 建設経済局建設業課

連 絡 先 建設業班　望月

TEL 054-221-3058

建設業者に対して監督処分を行いました。

１　処分を受けた者
商　　号 有限会社笠井技建
所 在 地 富士市永田北町８－１
許可番号 静岡県知事一般建設業許可第０３２９８９号
許可業種 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、管工事業、

タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業

２　処分内容
　　建設業許可の取消し

３　監督処分を行った日
　　令和６年４月30日

４　処分理由
　有限会社笠井技建の役員は、静岡地方裁判所富士支部において、過失運転致傷の罪
により執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け、令和３年７月６日に当該判決が確定し、
その執行猶予期間が経過していないことが判明した。
　このことは、建設業法第８条第12号（役員等のうちに、同条第７号に該当する者の
あるもの）の欠格要件に該当し、同法第29条第１項第２号に該当する。



提 供 日 2024/04/30

タイトル 経営革新計画の承認（令和６年３月分）

担　　当 経済産業部 商工業局経営支援課

連 絡 先 経営革新班

TEL 054-221-3164

静岡県は、令和６年３月の経営革新計画を106件承認しました。
承認企業の地域別内訳は、東部36件、中部42件、西部28件となっており、市町別で
は静岡市が最多の28件となっています。
業種別の内訳は、製造業が最多で45件となっています。

１　令和６年３月の承認件数

区分 東部 中部 西部 計 当年度計
件数 36件 42件 28件 106件 422件

　

　２　市町別内訳

　　 東部
区分 沼津市 富士市 三島市 裾野市 富士宮市
件数 ７件 15件 ７件 １件 ２件

区分 伊豆市 函南町 河津町 松崎町
 件数 １件 １件 １件 １件

　　 中部
区分 　静岡市  　焼津市  　藤枝市 　島田市 　　牧之原市
件数 28件 ２件 ５件 ２件 ３件

区分 　吉田町
件数 ２件

　　　　西部
区分 浜松市 磐田市 湖西市 森町
件数 21件 ５件 １件 １件

３　業種別内訳

区分 製造業 建設業 情報通信業 運輸業 卸売・小売業
件数 45件 ６件 ２件 １件 17件
区分 飲食店・宿泊業 医療・福祉 教育学習支援業 サービス業 その他
件数 ４件 ２件 ６件 16件 ７件

＜参考＞
◆「経営革新計画の承認」とは
　県は、中小企業者等による新規事業への取組で、相当程度の経営の向上が見込める計画について承認します。承認企業は、制度融資や信用保証の別枠、
補助金など主に資金調達に係る支援策が利用できます。（ただし、利用する支援策ごとに個別審査が別途必要となります。）
◆具体的な経営革新の取組事例を紹介している経営革新事例集（Ｒ４版）は、県経営支援課のホームページでご覧いただけます。
http://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/472/r4jireishu.pdf

http://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/472/r4jireishu.pdf


提 供 日 2024/04/30

タイトル 【中小企業の皆様、インターンシップを始めません
か？】静岡県インターンシップ導入ヘルプデスク開設

担　　当 経済産業部 就業支援局労働雇用政策課

連 絡 先 雇用推進班

TEL 054-221-2573

　近年、就職活動におけるインターンシップには、多くの学生が参加しています。インターンシップは、就業体験を通して、学生
に企業の実態を正確に理解してもらい、就業後のミスマッチのリスクを減らす効果や新たな人材確保につながることが期待できる
など、その重要性が高まっています。
　一方、県内企業でのインターンシップ実施率は、４割程度にとどまっています。
このため、県では、中小企業を対象に、インターンシップの効果的な運営や実施内容の充実等、具体的な助言を行う相談窓口を

開設します。
　インターンシップの導入に興味がある、又は既に導入しているインターンシップを改善したい、県内中小企業の皆様のご相談を
お待ちしています。

１　開設日
　　令和６年５月１日（水）

２　概要

区分 内容

（１）インターンシップ未実施企業
・インターンシップ導入に向けた学生の
ニーズを踏まえた効果的なインターン
シップの設計、運営などに対する支援。対象及び

支援内容
（２）インターンシップ実施企業

・実施内容の充実を図るための個別具体
的な支援など。

（１）電話（070-2286-3404）
月曜日から金曜日の13：00～17：00
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（12/29～1/3）は除く。

相談及び
受付時間

（２）相談受付フォーム
（https://forms.gle/PJDJinUK1Da95zN99）

24時間受付
※ご連絡は、月曜日から金曜日の
13：00～17：00となります。
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（12/29～1/3）は除く。）

https://forms.gle/PJDJinUK1Da95zN99


提 供 日 2024/04/30

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第25報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が小林製薬株式会社（本社：大阪市）に回収を命じた紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内に関連が疑われる患者が

確認されています。 これらの 製品 を 購入 した 方 は 、 直 ちに 使用 を 中止 し 、 また 、 最近 まで 使用 していた 方 は 、 無症状 でも 念 のため 、 医療機関

 を 受診 のうえ 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 をしてください 。

２　回収命令の対象食品について（機能性表示食品）　　

（１） 紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

現在は、静岡県内で販売されていないことを確認しています。

３ 静岡県内の健康被害状況（４月30日午前９時時点）

静岡県内で、関連が疑われる患者の新規の報告はありませんでした。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

新規 ０（０） ０(０) ０(０) ０（０）
患者数

累計 26（４） 13(２) 19(１) 　58（７）

　　*  健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数

* （　）は入院歴のある人数

４ その他

　・次回からは、前週の月曜日から日曜日の健康被害の状況をまとめて、週の初めの開庁日に提供します。次回は５月７日に提供します。

　 静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　 　　　　 054-249-3161

浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html


提 供 日 2024/04/30

タイトル 消防職員初任教育初任科（第95期）浜石岳で野外訓練
実施

担　　当 危機管理部 消防学校教務課

連 絡 先 山口　知宏

TEL 054-369-1190

　　　　　　　初任科学生111人が浜石岳へ野外訓練！！

　消防学校では、令和６年度初任科学生111人（うち女性14人）が、消防職員としての基本的な知識・技術を習得するため、寮生
活を送りながら約６か月間（令和６年４月４日～９月25日）の教育訓練を受けています。
　消防学校へ入校し約１か月が経過する５月14日（火）に教育訓練序盤の総括を兼ね、１回目となる野外での集団訓練を実施しま
す。（第２回は８月１～２日に実施予定）
　この訓練は、初任科学生が消防活動を遂行するために必要な、基礎体力並びに強靭な精神力を身につけるとともに、仲間との共
同精神の涵養を図ることを目的として、静岡市清水区興津の静岡県消防学校から同区由比の浜石岳（標高707m、全行程約30km）ま
でを約20kgの荷物を背負いながら、徒歩にて往復するものです。

１  日時
　　令和６年５月14日（火）８時から17時まで
　　（悪天時順延の場合の予備日：５月16日（木））
　　※気象条件等による延期等については、５月13日（月）12時に決定します。
　　※終了時間については、訓練の進捗状況により前後する場合もあります。

２　場所
　　静岡県消防学校から浜石岳山頂までの往復
　　
３　行程
　　08:00  消防学校出発（消防学校グラウンドにて校長の訓示）
　　08:40  薩埵峠到着
　　11:30  浜石岳野外センター到着
　　12:25　浜石岳山頂到着（昼食）
　　13:05　浜石岳山頂出発（往路と同行程）
　　17:00　消防学校到着（消防学校グラウンドにて副校長の訓示）

４　参加者
　　初任科学生111人及び教職員15人

５　取材
　　取材を希望される場合は、令和６年５月10日（金）17時までに次項の連絡窓口まで御連絡ください。
　　延期した場合は、事前に申込みをした場合に限り、こちらから連絡します。
　　
６  連絡窓口
　　静岡県危機管理部 消防学校 教務課　山口　知宏
　　静岡県静岡市清水区谷津町１-577-１　電話:054-369-1190  FAX:054-369-1197
　　メールアドレス：fd-school-kyomu@pref.shizuoka.lg.jp

mailto:fd-school-kyomu@pref.shizuoka.lg.jp


提 供 日 2024/04/30

タイトル 浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果（速報・
第158報）

担　　当 危機管理部 原子力安全対策課

連 絡 先 原子力安全対策班

TEL 054-221-3735

１　要旨
　　「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」に基づき実施している浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につい
て、前回の速報（令和６年３月28日）から４月末までに結果がまとまったものを報告します。
　採取した試料一部（ひらめ及びキャベツ）で過去の変動幅を上回りましたが、健康への影響が心配されるレベルではありません
でした。
　なお、過去の変動幅を上回った原因は、浜岡原子力発電所ではなく、過去の核爆発実験や東京電力（株）福島第一原子力発電所
の事故等で放出された放射性物質の影響と推定しました。
　　※　過去の変動幅：東電事故以前の５年間の測定値の範囲

２　測定結果等
試料名

〔試料数〕
採取場所
採取日

測定結果の最大値
〔放射性セシウム〕

過去の変動幅
（東電事故前５年間）

単位

 (1) ひらめ〔１〕
発電所周辺海域
採取日:2/1 0.14 0.10～0.13 Bq/kg 生

 (2) キャベツ〔１〕 御前崎市１か所
採取日:2/4

0.019 ND Bq/kg 生

 (3) 海底土〔10〕
発電所周辺海域
採取日:1/30 1.7 ND～2.7 Bq/kg 乾土

 (4) いせえび〔１〕
発電所周辺海域
採取日:3/12

0.058 0.060～0.087 Bq/kg 生

 (5) 浮遊塵〔７〕
 (6) 上水〔２〕
 (7) たまねぎ〔１〕
 (8) 大根〔１〕
 (9) 白ねぎ〔１〕
 (10) なまこ〔１〕

－ ND － －

　（注）
　　・放射性セシウムは、セシウム134とセシウム137の合計を示します。
　　・「ND」は、検出されなかったことを示します。
　　・白ねぎは令和２年度から測定項目に追加したため、過去の変動幅を設定していません。

＜参考＞食品中の放射性物質に関する基準値（放射性セシウム）
　一般食品　100 Bq/kg、乳児用食品及び牛乳　50 Bq/kg、飲料水　10 Bq/kg

３　今後の対応
　・上記測定結果等については、静岡県環境放射能測定技術会において、学識経験者を含む構成員による評価を行います。
　・技術会の評価結果については、静岡県原子力発電所環境安全協議会に報告します。



提 供 日 2024/04/30

タイトル 定期給与14か月連続で前年同月を上回る
毎月勤労統計調査地方調査結果（令和６年２月分）

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 商工・経済班

TEL 054-221-2246

令和６年２月分の静岡県の賃金、労働時間、雇用の動きについて調査結果を公表する。（事業所規模５人以上、調査産業計）

１　賃金
　１人平均月間定期給与（所定内給与＋超過労働給与）は266,840円、名目賃金指数（定期給与）は105.6で、前年同月比3.3％増と14か月
連続で前年同月を上回った。
　実質賃金指数（定期給与）は98.7で、前年同月比0.8％増と２か月連続で前年同月を上回った。

　　　

２　労働時間

　１人平均月間所定外労働時間は11.6時間、所定外労働時間指数は124.7で、前年同月比8.3％増と６か月連続で前年同月を上回った。
　常用労働者の約３割を占める製造業の所定外労働時間は14.2時間、所定外労働時間指数は124.6で、前年同月比0.6％減と２か月連続で
前年同月を下回った。

３　雇用

本月末常用労働者数は1,437,373人、常用雇用指数は102.1で、前年同月比0.1％増と21か月連続で前年同月を上回った。
なお、パートタイム労働者比率は28.8％で、前年同月差1.2ポイント減と２か月連続で前年同月を下回った。



　　
＜参考＞　

１　事業所規模30人以上の結果（調査産業計）

(1)定期給与は283,343円で、前年同月比0.8％増と11か月連続で前年同月を上回った。
(2)所定外労働時間は12.6時間で、前年同月比2.5％増と２か月連続で前年同月を上回った。
(3)常用労働者数は895,210人で、前年同月比0.3％減と47か月ぶりに前年同月を下回った。

２　事業所規模別定期給与、所定外労働時間及び常用労働者数

＜利用上の注意＞
(1)この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして、本県の事業所規模５人以上のすべての事業所に対応するよう復元して算定したものである。
(2)現在の基準年は令和２年であり、指数は令和２年平均を基準とする。
(3)令和６年１月分において、推計に用いる母集団労働者数の更新作業（ベンチマーク更新）を実施した。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和６年（１月

分以降）の前年同月比等については、令和５年１月にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和６年の値を比較することにより算出しているた
め、指数から算出した場合と一致しない。

詳しくは「統計センターしずおか」（https://toukei.pref.shizuoka.jp/）を御覧ください。

https://toukei.pref.shizuoka.jp/


提 供 日 2024/04/30

タイトル 生産・出荷ともに対前月比で上昇
静岡県鉱工業指数（令和６年２月分速報）

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 商工・経済班

TEL 054-221-2240

１　生産指数の動き

令和６年２月の鉱工業生産指数（季節調整済：令和２年=100）は98.2となり、前月比は7.3％増と4か月ぶりに上昇した。
また、前年同月比（原指数）は3.3％増と4か月ぶりに前年を上回った。

業種別の前月比（季節調整済指数）では、輸送機械、汎用・生産用・業務用機械、食料品・たばこ等が上昇する一方、窯業・土石製品、鉄鋼
業、木材・木製品等が低下した。

２　出荷指数の動き

令和６年２月の鉱工業出荷指数（季節調整済：令和２年=100）は98.0となり、前月比は7.1％増と4か月ぶりに上昇した。
また、前年同月比（原指数）は3.8％増と4か月ぶりに前年を上回った。
業種別の前月比（季節調整済指数）では、輸送機械、食料品・たばこ、汎用・生産用・業務用機械等が上昇する一方、化学、窯業・土石製

品、鉄鋼業等が低下した。

３　在庫指数の動き

令和６年２月の鉱工業在庫指数（季節調整済：令和２年=100）は103.9となり、前月比は2.0％増と3か月ぶりに上昇した。
また、前年同月比（原指数）は1.0％増と2か月ぶりに前年を上回った。

業種別の前月比（季節調整済指数）では、食料品・たばこ、化学、汎用・生産用・業務用機械等が上昇する一方、輸送機械、金属製品が低下
した。

＜参考１＞四半期推移及び在庫循環図



在庫循環図



提 供 日 2024/04/30

タイトル 景気動向指数は下方への局面変化を示す～静岡県景気
動向指数（令和６年２月分）～

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局データ活用推進課

連 絡 先 データ活用推進班

TEL 054-221-2298

　　　　　　　景気動向指数は下方への局面変化を示す

　　　　　　　～静岡県景気動向指数（令和６年２月分）～





詳しくは「統計センターしずおか」(https://toukei.pref.shizuoka.jp/)を御覧ください。

https://toukei.pref.shizuoka.jp/

